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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 マレーシアは、マレー半島に位置する西マレーシアとボルネオ島の東マレーシアから成り、西

マレーシアはマラッカ海峡に面する東南アジアの交通の要衝である。また、古くからスズなどの

天然資源にも恵まれ、その戦略的な位置と資源をめぐってオランダ、イギリス等からの植民地支

配を余儀なくされてきた。一方で、交易の進展や資源の開発は移民の増加を促し、その結果、

現在2,000万人あまりの人口のうち、マレー系62.3％、中国系26.7％、インド系7.6％などの複数

の民族で構成されている。しかし、マレーシアは複合民族国家にありがちな民族対立や宗教対

立を巧妙に抑制し、東南アジアの中で異例なほど安定した社会を保ちつづけている。 

 また、スズやゴムに代表される一次産品の輸出国だったマレーシアは、独立後の輸入代替段

階、次に新経済政策（ＮＥＰ；New Economic Policy）による輸出指向工業化段階、そして重工業

段階を経てアジアＮＩＥｓ（Newly Industrializing Economies、新興工業経済地域）としての地位を確

実なものとし、今や一人あたりＧＤＰ（国内総生産）でも東南アジアでシンガポール、ブルネイに

次ぐ第３位の経済を築くまでに発展している。 

 こうした複合民族の統一政策と経済政策は、実は教育政策と極めて深い関わりがある。また、

最近では世界的な潮流であるＩＴ（情報通信技術）に対応したスマート・スクールと呼ばれるプロ

ジェクトを推進するなど、新時代に向けた経済政策と教育政策の関係はますます密接になって

いると思われる。 

本稿では、そうしたマレーシアの国家教育制度の成立課程から、制度の具体的な内容、そし

て学校や新プロジェクトの現状や課題について取り上げた。 

ところで、日本の教育の現状は近年悪化の一途を辿っている気がしてならない。いじめや不

登校、凶悪犯罪の低年齢化、そして学力低下など社会的問題として捉えられ、その行方に教育

に携わるものでなくとも強い危機感を抱いている。その危機感を背景に教育の抜本的な改正が

国レベルでも論議がなされているものの、具体的なあり方や将来像は相変わらず明確な輪郭が

見えない。そうした中、マレーシアという多民族国家が取り組んでいる教育に光明が見出せるか

もしれないという気持ちであえて取り組んだ一面もある。 

本稿は、シンガポール事務所の中村所長補佐が担当した。 

本稿は制度の紹介や現状の分析など断片的なもので、体系的なレポートには至っていない。

また、その考察や評価等についても、日々教育に携わっておられる方々から見ればまだまだ満

足できるものではないかもしれないが、マレーシアの教育を理解するうえで、いささかでもお役

に立てば幸いである。 
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概概概概        要要要要    

 

第１章第１章第１章第１章    国民教育制度の概要国民教育制度の概要国民教育制度の概要国民教育制度の概要    

 19世紀、当時のマラヤはペナンやマラッカなどを中心にイギリスの植民地支配

を受け、ゴム園やスズ鉱山の開発も盛んに行われていた。その植民地政策により

中国人やインド人の移入が促され、複合民族社会が形成されるきっかけとなった。 

 同じく教育に関しても、イギリスの統治によりイスラム教の伝導を中心とする

伝統的な教育に変化が起きた。まず、19 世紀末から 20 世紀初頭にミッション系

のマレー語学校による世俗教育がはじまり、また英語学校における英語教育によ

り近代教育が展開されるようになった。その他に、各民族のコミュニティに依拠

する中国語学校、タミール語学校など各民族の母語を教授用語とする母語学校も

発達した。 

 第二次世界大戦後、マラヤは海峡植民地、連合州、非連合州をあわせてマラヤ

連合（Malayan Union）とし、1948 年にマラヤ連邦（Federation of Malaya）を

結成、1957 年、イギリスからの独立を果たした。そして 1963 年にはマラヤ連邦

は、シンガポール、サバ、サラワクを統合してマレーシアとして新国家を形成し

た（シンガポールは 1965年にマレーシアから独立）。 

 こうした中、バラバラだった各民族社会が国家として統合された以上、民族の

文化的・歴史的相違を乗り越え統一を果たす国民教育制度の確立が必要になった。

その確立に大きな役割を果たした報告書が、①バーンズ報告（1951 年）、②ラザ

ク報告（1956年）、③ラーマン・タリブ報告（1960年）である。これらの報告書

はマレー語学校を国民学校として国民教育制度の中核と位置付け教育の統合を図

る理念で貫かれており、その成果は「1961 年教育法」として施行され、長くマレ

ーシアの教育制度の骨格を形成するものとなった。 

 その後、新しい時代に適応するため、1995 年に同法の見直しが行われた結果、

「1996年教育法」が施行され、現在の教育体制が出来上がっている。 

    

＜ブミプトラ政策と教育制度＞＜ブミプトラ政策と教育制度＞＜ブミプトラ政策と教育制度＞＜ブミプトラ政策と教育制度＞    

 イギリスの行った分割統治（Divide and Rule）は、マレー系を農業、中国系を

製造業及び商業というように、長く民族ごとの棲み分けを強制してきた。その結

果、産業別の生産性格差が民族別の所得格差につながり、元々土着の民族だった

はずのマレー系は、特に中国系に対し、経済的に大きく遅れをとることになった。 

 1971 年、政府は「新経済政策（ＮＥＰ）」を発表し、国民統合と国家建設のた

めに、貧困の撲滅と民族間・地域間の経済格差を是正する社会構造の再編に取り

組むことを明らかにした。この主な内容は、経済的地位の低い「ブミプトラ（マ

レー語で土地の子）」にあらゆる面から優遇措置を与えることとされ、その優遇策
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が教育行政にも強く反映されている。 

 

 

第２章第２章第２章第２章    学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開    

マレーシアの国民教育は、プレスクールと呼ばれる４歳からの就学前教育から

スタートする。以降、小学校６年、下級中等学校３年、上級中等学校２年、大学

予備課程２年、大学３年のいわゆる「６－３－２－２－３制」となっている（学

校系統図）。その特徴的な制度は飛び級制度と移行学級制度で、前者は小学校を５

年で修了できる制度、後者は中等教育進学前にマレー系以外の子どもがマレー語

を１年間学習する制度である。 

 

マレーシアの学校系統図 

教育行政の構造は、独立以来確立されたマレー系優先の中央集権体制により、

連邦政府（教育省）を中心とするヒエラルキーで構成されている。つまり、連邦

政府→州教育庁→地方教育事務所→学校という強力なタテ割り構造となっており、

教育に関する組織、運営、開発等はすべて教育省の管理下にある。また、教育に

関する企画立案及び意思決定は、教育企画委員会により行われる。 

 

 

第３章第３章第３章第３章    学校の現状学校の現状学校の現状学校の現状    

 マレーシアではブミプトラ政策の一環として、将来を担うマレー系のエリート

を養成しており、その役割を果たしているのが全寮制中等学校である。全寮制中

学は全国に 40校あり、その入学者は、小学校６年生時に学力到達度を測る全国統

一試験の結果をもとに教育省によって選抜される。2000 年１月現在、その 40 校
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に在籍する生徒数の合計は 23,377人、中等学校に通う全生徒数 2,000,256人のわ

ずか 1.17％に過ぎない。 

 西マレーシア北部に位置するペラ州の州都イポー特別市にある全寮制中等学校

のトゥンク・アブドゥル・ラーマン学校。ペラ州を代表するエリート中等学校で、

校長を含めた教員数は 62人。生徒数は 575人、全員がブミプトラの子弟で構成さ

れ、同校の卒業後はほとんどが大学予備課程に進み、政府関係で活躍するＯＢも

多いという。 

    

＜マレー系への優遇措置＞＜マレー系への優遇措置＞＜マレー系への優遇措置＞＜マレー系への優遇措置＞    

マレー系の子弟には、奨学金制度や高等教育機関への入学などで手厚い優遇措

置がある。奨学金も特定の大学に進める準備課程への入学も対象は、ブミプトラ

の子弟のみで、中国系やインド系などには適用されない。 

 

 

第４章第４章第４章第４章    ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入    

 90 年代までマレーシアの経済をけん引してきた製造業を中心とした労働集約

型の産業構造からＩＴに代表される知識集約型の経済へ転換を図る「ＭＳＣ（マ

ルチメディア・スーパー・コリドー）計画」が発表されたのは 1996年で、その内

容は首都圏に最新鋭の通信インフラを整備し、ハイテク産業を誘致するというも

のである。このプロジェクトの基幹事業の一つとして「スマート・スクール」は

位置付けられている。 

スマート・スクールのコンセプトは、ＩＴを駆使することにより、先生が子ど

もたちを教える、情報を与えるというこれまでの原理を覆し、先生は子どもたち

が自ら「学習」する手助けをする役割を担うというもの。また、個人情報のデー

タベース化やネットワーク網の充実により、試験制度や管理システムも大きく変

わると期待されている。 

 2000年１月から、全寮制中等学校を中心とした全国 90のモデル校へ導入され、

試験的に運用されている。各学校は、情報機器の整備状況に応じてランク付けさ

れている。政府は、2020 年までにすべての学校をスマート・スクールに転換し、

教育のＩＴ化を実現する計画である。 

 最も大きな課題として教師の役割を果たすはずのソフトウェア開発の遅れがあ

る。現場の教師によると、マレー語を使用したソフトウェア、数学、科学用ソフ

トウェアの完成度はそれぞれ 50％程度と見られており、実用化には改良の余地が

多すぎるという。また、メンテナンスを含む学校側の財政的な問題や政府の推進

計画自体への財政的不安などの課題が残されている。 
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第１章第１章第１章第１章    国民教育制度の概要国民教育制度の概要国民教育制度の概要国民教育制度の概要 
 
第１節第１節第１節第１節    伝統的教育からイギリス植民地下の教育まで伝統的教育からイギリス植民地下の教育まで伝統的教育からイギリス植民地下の教育まで伝統的教育からイギリス植民地下の教育まで 

マレーシアにおける「教育」は、14世紀に伝わったとされるイスラム教の伝
導まで起源をさかのぼる。伝統的なマラヤ1の地方では、モスク（イスラム教寺

院）やポンドック（小さな宗教塾）が学校となり、教師であるイスラム教のグ

ルや導師が、コーラン（イスラム経典）の読み方やアラビア文字、またイスラ

ム法やマナーについて教えていたという。教師はイスラムの教えに従い奉仕の

精神で教育を施し授業料を取らなかったため、生徒や親は、小額のお金や米、

ココナッツ等の喜捨を提供した。しかし、この教育は普通６歳以上の男子に限

られ、女子は家庭で礼儀作法や文字を習う程度の教育しか受けることはできな

かった。 
18 世紀に入ると中国及びインドなどとの東洋貿易に熱心だったイギリスが、

マレー半島における寄港地を求めて、ペナン（1786年）、マラッカ（1795年）2、

そしてシンガポール（1819 年）を次々に植民地化した。そして、19 世紀半ば
からは、まずマラヤのスズ鉱山を開発し、次いでゴム園の育成を手掛けるなど

産業開発にも力を入れ始めた。この開発の進展に伴う労働力の絶対的な不足を

補うために多数の中国人やインド人の移入が促されたが、その結果、中国人は

主にペナンやシンガポールの都市、インド人はエステート労働者として西海岸

連合州に集中する一方、マレー人は農民として保護されたため、多くのマレー

人は農村に取り残されることになった。 
イスラム教の伝導を基本とする教育に変化が現れるのは、イギリスによる本

格的な開発が始まった 19世紀末から 20世紀初頭、ミッション系のマレー語学
校による世俗教育3が始まってからである。マレー語学校の設立当初、世俗教育

を疑問視するマレー人にはなかなか受け入れられなかった。しかし、この学校

のカリキュラムにイスラム教も取り入れられるようになり、また、世俗教育を

受けた者が政府の事務的職務につくことができるなど社会的・経済的に有利で

あることが理解されるようになると、マレー語学校の存在も徐々に認められる

ようになった。 
マラヤの近代化は、イギリスの植民地政策が展開された前述のペナン、マラ

ッカ、シンガポールのいわゆる海峡植民地から始まり、連合州、非連合州4へと

広がった。その展開にあわせて近代教育も同様の広がりを見せた。この近代教

育とは、つまり英語教育であった。最初の英語学校は、1816年に英国国教会の

                                                
1 かつてマレーシアが英領であった頃、半島マレーシアはマラヤと呼ばれていた。 
2 1816年にオランダに返還される。 
3 宗教教育ではない世間に普通の考え方や風習に基づく教育。 
4 連合州は、19世紀後半から 20世紀初めに、スズやゴムの開発でにぎわったペラ、セランゴール、ヌグリ・スンビラン、
パハンの西海岸４州のこと。また、非連合州は、その他東海岸中心の５州のことで、スルタンの直接統治方式による

伝統的政治形態を保持していた。 
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司祭によって創設されたペナン･フリースクールで、同校は、民族･宗教に関係

なく生徒は入学が許可され、主に英語を用いて教育が行われた。同様の学校は

マラッカやシンガポールにも設立されるが、こうした学校は次第にマラヤにお

けるエリート養成校の役割を果たすようになる。 
  また、マレーシアにおける特徴的な教育として各民族による「母語学校」の

存在がある。19世紀半ばのイギリスによる産業開発の結果誕生したマレーシア
の複合民族社会は、宗教的・文化的にも実に多様な民族で構成されている。そ

れぞれの宗教は主にマレー系がイスラム教、中国系が仏教や儒教及び道教、そ

してインド系がヒンズー教と全く異なっており、文化的にもそれぞれ古来の文

化に帰属する意識が強い。こうした背景に加え、宗主国イギリスは植民地政策

として各民族を分断し支配する分割統治（Divide and Rule）を行った。その結
果、マレー系は農村部の「カンポン（伝統的なマレーの農村）」、中国系は都市

部の「チャイナタウン（中国人街）」、そしてインド系はプランテーションや都

市部の「リトルインディア（インド人街）」といった民族ごとのコミュニティ

が形成されることになった。こうした、各コミュニティには、上述のマレー語

学校、英語学校に加え、中国語学校、タミール学校といった母語学校が各コミ

ュニティに依拠する形で設けられ、それぞれの母語を教授用語とする独自の伝

統教育が施されるようになったのである。 
 

 
第２節第２節第２節第２節    国民教育制度の確立国民教育制度の確立国民教育制度の確立国民教育制度の確立 
  戦時中一時日本の支配下にあったマラヤが、第ニ次世界大戦後イギリスに返

還されると、海峡植民地、連合州、非連合州をあわせてマラヤ連合（Malayan 
Union）とし、1948年にはマラヤ連邦（Federation of Malaya）を結成、1957年、
イギリスから独立を果たした。そして 1963 年にはマラヤ、シンガポール、サ
バ、サラワクを統合してマレーシアとして新国家を形成した（シンガポールは

1965年にマレーシアから独立）。 
こうした歴史の中、母語学校は独立後もしばらくは存続していた。しかし、

それぞれの学校の成立基盤が、英語学校は都市部のみ、各母語学校は各コミュ

ニティをベースに各地に散らばっていたために、各民族のアイデンティティの

象徴だったはずの母語学校が、逆に国民分裂を助長する主要因とも見なされる

ようになった。そこで、バラバラだった各民族社会が国家として統合された以

上、民族の文化的・歴史的相違を乗り越えて国家統一を果たす国民教育制度の

確立が緊急の課題と認識されるようになった。 
 
１１１１    バーンズ報告（バーンズ報告（バーンズ報告（バーンズ報告（Laporan Barnes）））） 
        1949年に、イギリス政府は民族統一を果たす役割としての新たな教育制度を

検討するため、中央教育審議会を設立した。この審議会が検討し、マレーシア 
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の国民教育制度について勧告した報告書が、独立前の 1951年に提出された「バ
ーンズ報告」であった。その要点は次のとおりである。 

この報告書は、マレー語教育を極めて優遇し、マレー・ナショナリズムを色

濃く反映したものであった。例えば、③のように、国民小学校では教授用語と

して英語とマレー語の二言語主義を採用しようとした。これに対し、中国人と

インド人は強い反対の意向を示し、バーンズ報告を厳しく批判した。そして子

どもの教育は母語で行われるべきであると三言語主義を主張した。 

この結果、1952年教育令（Education Ordinance of 1952）では、国民小学校の
教授用語は、マレー語・英語のほかに中国語とタミール語を第三言語と扱うこ

ととされ、中国語学校、タミール学校の存続は認められたものの国民教育制度

の一部とは見なされなくなった。 
 
２２２２    ラザク報告（ラザク報告（ラザク報告（ラザク報告（Laporan Razak）））） 
  1955年に連合党が第１回選挙に勝利した。初代首相のトゥンク･アブドゥル･
ラーマンは、マラヤの統一国家実現を図るための教育制度改革が必要と考えて

いた。そこで、ラザク教育大臣を委員長とする教育委員会に制度の検討を命じ

た。このラザク委員会が 1956年に提出した報告書は「ラザク報告」と呼ばれ、
1957年の独立後最初の教育令（Education Ordinance of 1957）として法制化され
た。主な内容は次のとおりである。 

この報告では、まず統一的かつ体系的な国民教育制度の確立を提唱した点、

次にマレー語学校のみを「国民学校」、それ以外は「国民型学校」として存続

を認め、三言語主義を明確にした点などが注目される。 
また、中国語やタミール語を初めて国民教育制度に組み込みつつも、マレー

語の地位向上のために、公務員採用の条件、試験の必須科目化、奨学金受給や

昇進の条件、教員養成選抜の必須要件という様々な面でマレー語に「経済的価

① 国民教育制度は、統一国家の理想を実現させるものであり、共通の国民性

形成を目指す。 
② 初等教育は６歳から 12歳までの６年とし、その間の教育は無償とする。 
③ 国民小学校ではマレー語と英語による二言語主義教育を行い、中国語教育

及びタミール語教育は認めない。 
④ 中等教育は英語で行い、その他の言語による教育は認めない。 

① 「国民学校（National School）」においては、マレー語のみを教授用語とし、
その他の用語を使う学校は国民学校と認めない。その他の言語（中国語、

タミール語、英語）を教授用語として使用する学校は「国民型学校

（National-type School）」とする。 
② すべての国民学校及び国民型学校をマラヤ志向とするために、同一の教育

条件を確保し、共通カリキュラムを実施する。 
③ 中等教育にマレー語中等学校を創設し、共通の修了資格試験を課す。 
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値」5を与えたことにより、マレー人優先の中央集権的教育体制が確立された。

このラザク報告で創造された教育政策の基本理念は今日まで生き続けている。 
  
３３３３    ラーマン･タリブ報告（ラーマン･タリブ報告（ラーマン･タリブ報告（ラーマン･タリブ報告（Laporan Rahman Talib）））） 
  ラザク報告の直後、1957 年にはラーマン･タリブ教育大臣を議長とする教育
再検討委員会が組織され、新生マレーシアの国民教育制度樹立のためにマレー

人優先の教育政策が提案された。この「ラーマン･タリブ報告」は 1960 年に議
会で承認され、1961年に「1961年教育法（Education Act of 1961）」として施行
され、長くマレーシアの教育制度の骨格を形成するものとなった。改正された

主な内容は次のとおりである。 

ラーマン･タリブ報告は、ラザク報告からさらに進んで、より「マレー化」

を推し進めようとした点が特徴で、例えば⑦のように、中等教育段階における

中国語学校に対する政府補助が 1962 年に廃止された。このため、国民学校に
進学する中国語及びタミール語の小学校出身の生徒は③のとおり「移行学級

（Remove Class）」（次章で詳述）へ進み、マレー語を学習しなければならなく
なった。④についてはマレー語学校のみを無償とすることに強い反対の声もあ

ったため、1962 年に全ての小学校が無償とされ、⑤についても 14 歳に引き下
げられた。 

  この報告後確立された公的試験は、教育内容の統一、共通語の普及とならび

マレーシアの社会的統一を促進する重要な手段となった。下級中等学校の入学

試験を除き、下級中等学校修了試験から大学予備課程修了試験まで、中国語あ

るいはタミール語では試験を受けられなくなった。また、学校制度も小学校６

年、下級中等学校３年、上級中等学校２年、大学予備過程２年、大学３年のい

わゆる「６－３－２－２－３制」が確立された。 
  1951年にバーンズ報告で打ち出された国民教育制度は、1956年のラザク報告、

                                                
5 巻末参考文献⑨ p.27 

① マレー語を教授用語とする学校を国民学校（National School）とし、その
他の英語、中国語、タミール語の学校は国民型学校（National-type School）
とする。 

② 下級中等学校には、マレー語学校（国民学校）と英語学校（国民型学校）

をおく。 
③ 中国語学校及びタミール語学校の生徒は、下級中等学校に進学する際、１

年間の移行学級（Remove Class）で学習する。 
④ 小学校･下級中等学校を通じてマレー語学校の教育は無償とする。 
⑤ 学校終了年齢を 15歳に引き上げる。 
⑥ 中等学校の修了資格試験はマレー語と英語で行う。 
⑦ 中等学校に対し財政援助を与えるのは、マレー語学校と英語学校のみとす

る。 
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1960 年のラーマン･タリブ報告を経てほぼ１０年で確立されることになった。
その間、初等教育は二言語主義から三言語主義へ、中等教育は一言語主義から

二言語主義へと経緯を辿りつつも、マレーシア独立以後はマレー語学校を国民

学校として国民教育制度の中核と位置づけ教育の統合を図ろうとする理念が

貫かれている6。 
 
 
第３節第３節第３節第３節    ブミプトラ政策と教育制度ブミプトラ政策と教育制度ブミプトラ政策と教育制度ブミプトラ政策と教育制度 
１１１１    ブミプトラ政策ブミプトラ政策ブミプトラ政策ブミプトラ政策 

マレーシア憲法の第 153条第１項には「国王は本条の規定に従い、マレー人
及びサバ、サラワク州の原住民の特別な地位、及び多種族社会の正当な利益を

守る責任を有す」とある。また、第２項は「国王は本憲法中のいかなる条項に

も関わらず、第 40 条および第 153 条に従い、マレー人およびサバ、サラワク
州の原住民の特別の地位を保護するために、必要な方法により自己の権能を本

憲法及び連邦法の名のもとに行使することができる」と続く7。これは、「ブミ

プトラ政策（Bumiputra Policy）」8と呼ばれる種族差別的性格の強いマレー系優

遇政策の法的正統性を担保する極めて重要な条項である。 
イギリス植民地時代から天然ゴムとスズという二大品目の生産と輸出に依

存してきたマレーシアは、典型的な第一次産品に依存した経済であり、1957年
にマラヤ連邦として独立した後も、60年代は農業振興策が経済政策の中心であ
った。その結果、70年代は農業が経済に占めるウエイトは非常に大きく、就業
人口の５割以上、ＧＤＰの３割強、そして輸出の８割を占めるという基幹産業

であった。 
しかし、第１節でも触れたようにイギリスの分割統治政策は、マレー系を農

業、中国系を製造業及び商業というように、長く民族ごとの棲み分けを強制し

てきた。その結果、産業別の生産性格差は民族別の所得格差につながり、元々

土着の民族だったはずのマレー系は、特に中国系に対し、経済的に大きく遅れ

をとることになった。参考までに 70年の人種別貧困率を見ると、中国系が 26％、
インド系が 39％に対し、マレー系は 65％9と民族間の所得格差は明らかだった。 
経済的地位で劣るマレー系の中国系に対する不満が爆発して起こった 1969

年の人種対立暴動事件（5月 13日事件）は、民族間に横たわる対立の根深さと
その背景を象徴する事件としてよく取り上げられるが、この人種暴動事件を契

機に、国民統一の達成、経済格差の是正、国民教育制度の再編がさらに強く叫

ばれるようになった。そのために、貧困と経済格差の原因であるモノカルチャ

                                                
6 巻末参考文献⑧ p.206 
7 巻末参考文献⑫ p.4 
8 ブミプトラとはマレー語で土地の子を意味する。 
9 巻末参考文献⑦ p.50 
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ー経済からの脱却が必要との認識から、産業構造高度化、輸出商品の多様化が

政府の長期経済計画の中心課題となった。つまり、製造業を育成しＧＤＰに占

める割合を高め、マレー系のシェアを増やしていくことが目標とされたのであ

る。 
マレーシア政府（ラザク首相）は 1971年から 1990年までの「新経済政策（Ｎ

ＥＰ；New Economic Policy）」を発表し、国民統合と国家建設のために、あら
ゆる民族における貧困の撲滅と、民族間・地域間の経済格差を是正する社会構

造の再編という２つの目標を設定した10。この主な内容は、経済的地位の低い

「ブミプトラ」たるマレー系民族には、本来移民であった中国系やインド系よ

りも特権及び特別の地位があるとして、中国系及びインド系に並ぶほどの経済

的水準にまで引き上げることを目的としており、そのためにブミプトラを経済

的・社会的といったあらゆる側面から積極的に「差別」することでその地位を

回復しようとするものであった。具体的政策としては、あらゆる雇用機会に人

口の民族構成比を反映させることと、ブミプトラの資本所有比率を 90 年まで
に 30％まで引き上げるための措置を講じることなどを柱にしており、これら一
連の政策はブミプトラ政策として、以後の教育政策にも極めて大きな影響を与

えることとなった。 
 

２２２２    教育制度との関係教育制度との関係教育制度との関係教育制度との関係 
ブミプトラ政策の中で

最も重視されているのが

実は教育分野であり、教

育体系の見直しが徹底的

になされた。繰り返すが、

この政策の大きな柱は

「貧困の撲滅」と「社会

構造の再編」である。そ

の具体的な貧困撲滅対策

として農村部の子弟のた

めの教育施設の提供が行

われた。また社会構造の

再編策としてＮＥＰの中

で、産業構造の高度化に対応し科学･技術コースにおけるブミプトラ子弟の在籍

率を高めるための優遇策が、教育政策として反映されている（優遇策の具体的

内容については、第３章で詳述する）。 
 

                                                
10 巻末参考文献⑨ p.35 

表－１ マレーシアの教育政策と５ヵ年計画の歴史 
年次 政  策 ５カ年計画 
1951 バーンズ報告  
1956 ラザク報告  
1957 教育令  
1960 ラーマン・タリブ報告  
1961 教育法  
1966  第一次マレーシア・プラン 
1971 新経済政策（ＮＥＰ） 第二次マレーシア・プラン 
1976  第三次マレーシア・プラン 
1979 マハティール報告  
1981  第四次マレーシア・プラン 
1986  第五次マレーシア・プラン 
1991 国家開発政策（ＮＤＰ） 第六次マレーシア・プラン 
1996  第七次マレーシア・プラン 

（「マレーシアの民族教育制度研究」P. 31より） 
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＜貧困の撲滅＞ 
  マレーシア政府にとって、貧困撲滅のための重要課題の一つとして農村の貧

しい人々が近代的な公共サービスを享受できるようになることがあげられて

おり、そのために教育施設の提供を推進することが教育機会の平等につながる

と考えられている。 
例えば、1986年に出された第五次マレーシア・プラン（表－１）における新

経済政策の進展と展望という項には特に低所得者層や農村居住者に対して教

育機会を増やす必要があり、そのため寄宿制の理科学校がつくられ、農村地域

に住む子弟にも科学・技術教育へのアクセスがより改善されなければならない

とされている11。このような、都市部よりも農村地域の貧困層に教育機会を与

えるべきという理念は、マレーシア・プランに共通して貫かれており、より良

い教育を受けることは、より安定した高収入の道を開かれる可能性につながり、

結果として貧困問題も解消されると考えられているのである。 
 
＜社会構造の再編＞ 
ＮＥＰでは、学校制度が人材養成を目的とした人員計画の補足的な役割を演

じると期待している。そして、社会構造の再編を目指す同政策では、教育に最

も関連する項目として民族と職業パターンの再構成をあげている。 
 1971年からの第二次マレーシア・プランでは、科学・技術コースにおけるマ
レー系と原住民、いわゆるブミプトラの在籍率を増やす努力が必要であるとし

ている。この背景には、ブミプトラが専門・技術職に占める割合は高いものの、

実質は教師や看護婦などの割合が多いだけであり、高収入の専門・技術職の比

率は低いという事実がある。このため、建築技師、会計士、エンジニア、歯科

医、医師、獣医、測量技師、法律家の専門職においてブミプトラの割合を向上

させることが必要とされている。しかし問題なのは、ディプロマやディグリー12

の段階でこうした専門コースにブミプトラが占める割合が、非ブミプトラに比

して低いことであり、この改善が目標となっている13。 
 
３３３３    教育の国語化政策教育の国語化政策教育の国語化政策教育の国語化政策 

1970年からマレー語は、マレーシア語（Bahasa Malaysia）と呼ばれるように
なった。国民型学校とされていた英語学校については、ブミプトラ政策の下、

国民学校の概念に反するという理由で廃止し、マレーシア語学校への転換が進

められた14。この根拠は、1957年のマレーシア憲法第 152条で「国語はマレー
語である。10年後までは公文書ならびに法案には英語を用いられる」とし、英

                                                
11 巻末参考文献⑨ p.36 
12 ディプロマ（diploma）はカレッジレベル、ディグリー（degree）は大学レベルの学位。 
13 巻末参考文献⑨ p.37 
14 巻末参考文献⑧ p.209 
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語の公用語としての地位を漸次廃止することとしていたことにある。1970年を
境に英語小学校では１年生から順次全ての教科をマレーシア語で教育する事

業が実施された。そして、1982年までに初等・中等教育レベルの英語学校は全
てマレーシア語に転換され、1986年までには、大学の教育もほとんどマレーシ
ア語で行われるようになった。 
マレーシア語学校を中心にして国民教育制度の再編成を図ろうとするマレ

ーシア語の国語化政策の一環として行われた英語学校の廃止に伴う英語教育

の後退は、マレーシアの教育におけるマレーシア語の役割を著しく増大させる

とともに、ブミプトラの中等・高等教育への接近を極めて有利に展開させるこ

とになるのである15。 
 
 
第４節第４節第４節第４節    国民教育政策の再定義国民教育政策の再定義国民教育政策の再定義国民教育政策の再定義 
１１１１    ブミプトラ政策の微妙な修正ブミプトラ政策の微妙な修正ブミプトラ政策の微妙な修正ブミプトラ政策の微妙な修正 

1970 年から 20 年計画で進められてきたＮＥＰに続く長期経済政策として、
1991年、政府は「国家発展政策（ＮＤＰ；National Development Policy）」を発
表した。ＮＥＰの基本的な思想を受け継ぎながら、さらに民族間の経済格差や

不均衡を完全に達成して国民統合を実現することを目的としている。ＮＤＰが

開始された 1991 年２月、マハティール首相は、国家産業評議会の席上、2020
年までに「先進国」の仲間入りを果たすという経済構想「ヴィジョン 2020（Vision 
2020）」を発表した16。この構想の中では、特に、他の先進国の模倣ではなくマ

レーシア独自の「完全な発展」をめざすことが強調されている。 
完全な発展とは、複数の民族によるものではなく、共通意識をもった「マレ

ーシア国民」による国民統合を意味するとされる。また、その国民統合は、多

文化の並存を前提としており、従来の政策がマレーシア語を話し、イスラムを

信仰し、そしてマレーの文化をもつ「マレー人」による国民統合をめざしてい

たのに対し、文化的多様性を保持した「マレーシア人」による国民統合が構想

されている点が特徴である。 
ただし、ＮＥＰから 20 年ぶりに着手されたブミプトラ政策の見直しも、国

語であるマレーシア語と国教であるイスラムを国民文化の機軸とし、国民統合

の要とする従来の基本方針が変更されたわけではなく、「同化主義の否定と多

文化主義の導入」17という微妙な修正にとどまるものであった。 
 
２２２２    1996年教育法年教育法年教育法年教育法 
  1995年 9月、新教育法案を審議してきた政府の内閣教育委員会は新教育法の

                                                
15 巻末参考文献⑪ p.208 
16 巻末参考文献⑩ p.131 
17 巻末参考文献⑩ p.132 
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法案を承認し、同年 12月 20日、連邦議会は草案を可決し「1996年教育法」（The 
Education Act 1996）が成立した。これは、1961年教育法を全面的に見直した改
正法で、マレーシアにおける国民教育の大きな転換を図るものであった。 

  主な改正点は次のようにまとめられる。 

  ①については、ＮＤＰ及びヴィジョン 2020という国家経済計画が示される中、
科学技術の進展、そして情報化・グローバル化社会に対応し、マレーシアが国

際社会で十分に競争力を発揮できるよう、さらに民主的で統一社会を実現でき

るよう国民教育が重要な役割を果たすことが期待されている。 
  また、②・③は、当時非ブミプトラにとって懸案であった国民型小学校の存

続問題に対する制度的な存続の保障を与える内容であり、⑤については華文独

立中学のような中国系の私立学校も国民教育機関の一つとしてみなされるこ

とになるという意味で、ＮＤＰにおいてわずかながらも修正された「多文化主

義の導入」という思想がここに反映されている。 
  しかしながら、1961年教育法では序文として言及されるにとどまっていた国
語政策も、④のように、条文のひとつとして法的規制の対象とした点も見逃せ

ない。このことにより、国語としてのマレーシア語の地位を一層明確にし、国

民教育の主要教授用語とする方針に変更がないことを確認している。さらに、

従来ではふれられていなかった就学前教育（Pre-school Education）も⑥のとお
り国民教育制度に組み込まれ、原則として教授用語もマレーシア語とすること

が明文化された18。 
 
 

このように、マレーシアの国民教育制度は、複合民族国家ゆえの課題である

国家統一、そして英植民地政策を主な背景として生じた経済格差の是正を目的

に、経済政策とリンクする形で確立された。また、その基本的な役割は一貫し

て変わらないものの、時代の変化に合わせ修正を加えながら、1996年教育法の
成立により現在の教育制度が形成されるに至った。 
次章では、その教育制度に基づく、学校教育の概要とその教育政策を遂行す

る行政の仕組みや役割について紹介する。 

                                                
18 巻末参考文献⑩ p.136 

① 国際社会における競争力強化の重視 
② 国民型学校の転換を規定した条項（第 21条２項）の削除 
③ 教育大臣による学校理事会・運営会の解散規定条項（第 26条Ａ項）の削除
④ 国語政策の堅持を法文に明記 
⑤ 私立学校を国民教育制度の一環として規定 
⑥ 就学前教育を国民教育制度の一環として規定 
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第２章第２章第２章第２章    学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開学校教育の概要と教育政策の展開 
 
第１節第１節第１節第１節    学校教育の概要学校教育の概要学校教育の概要学校教育の概要 
  マレーシアにおける学校教育の基本的な理念は、マレーシアの国是である「ル

クネガラ（Rukunegara）」に集約されている。この理念は 1969 年の人種暴動事
件の翌年に政府が発表した。内容は次のようなものである。 

  そしてこのルクネガラの方

針にしたがって、教育企画委

員会（ＥＰＣ；The Education 
Planning Committee  24 ペー
ジ参照）がカリキュラムの基

本方針を決定している。そし

て、教育省に設置されたカリ

キュラム開発センター（ＣＤ

Ｃ； Curriculum Development 
Center） は、その決定を受け
て具体的なカリキュラムを編

成している。 
 さて、国民教育制度に基づ

く学校教育の流れについては、

まずプレスクールと呼ばれる就 
学前教育からスタートする。 
次に、国民小学校を中心とした初等教育、そして中等教育、高等教育と続い

ていく（図－１参照）。初等及び中等教育は、日本のような義務教育ではなく、

あくまでも任意教育であるが、無償で受けることができる。 
  小学校の入学年齢は６歳からになっており、教育期間は５年から７年と幅が

ある（飛び級及び移行学級制度による、後述）。次に、中等教育は下級と上級

に分かれ、下級中等学校は３年間、上級中等学校は２年間の教育期間がある。

中等教育を終えると、フォーム・シックスやカレッジなどの大学入学に向けた

準備過程へ進むことになる。１年から２年の大学準備過程を修了すると大学へ

の進学が認められることになる。 
  各教育レベルの修了時には、国民教育制度に定められた全国統一試験を受験

しなければならず、その試験結果が上級レベルに進学するための基準となって

いる。そのため、表－２でも示したとおり、下級中等学校までは自動的に入学

できるために在籍率は 82％程度あるが、初歩的な専門教育もスタートする上級
中等学校における在籍率は 55％程に大きく減少している。その後、フォーム・
シックス、大学と進むにつれて在籍率はさらに減少するが、特に大学に至って

はわずか 3.7％に過ぎず、教育のレベルが高くなるほど、進学は難しいものと

≪ルクネガラ≫ 
我々マレーシア国民は、次の目的の達成を目指す 
!" 複合民族が統一された社会への到達 
!" 民主的な社会の形成 
!" すべてのものに平等で公正な社会の創造 
!" 多様な文化的伝統を持つ自由な社会の確保 
!" 科学と現代技術を志向する進歩的社会の建設 
そして、これらは次の原則により導かれる 
!" 神への信仰 
!" 国王と国家への忠誠 
!" 憲法の支持 
!" 法の支配 
!" 良識ある行動と道徳 

（Education in Malaysiaより） 
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なっている。 

 
図－１ マレーシアの学校系統図 

 
１１１１    就学前教育（就学前教育（就学前教育（就学前教育（Pre-school Education）））） 

第１章で見たように、プレスクールは 1996 年教育法（The Educational Act 
1996）から、国民教育制度の一部として位置づけられることになった。その目
的は、小学校から始まる本格的な教育に備え基礎的な教育を施すことにあると

されている。児童の年齢は４歳から６歳で、政府の省庁（教育省、地方開発省、

国民統合・社会開発省）やＮＧＯなどによって運営されているが、全てのプレ

スクールは、教育省が示すカリキュラム・ガイドラインに従うことが義務付け

られている。カリキュラムの内容は、小学校前の児童が基本的なコミュニケー

ションや社会に適応するのに十分な能力を身につけることを主に目的とした

ものである。 
 
２２２２    初等教育（初等教育（初等教育（初等教育（Primary Education）））） 

第１節でも見たように、小学校（Primary School）には、マレーシア語を教授
用語とする国民学校（National School）とマレーシア語以外、つまり中国語や

 表－２ 各レベルにおける在籍率 
在籍率 

教育レベル 
1970（％） 1995（％） 

小学校 75.4 96.7 
下級中等学校（中学校） 18.9 82.4 
上級中等学校（高等学校） 4.4 55.8 
フォーム・シックス（大学予備課程） 0.7 23.2 
大 学 0.6 3.7 

                        （教育省提供資料より作成） 
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タミール語を教授用語とする国民型学校（National-type School）の２種類があ
る。国内には 2000年現在、これらの学校が合わせて 7,217校あり、在籍する生
徒の数は 2,931,190人、教員数は 154,920人である（表－３）。 
小学校では、読み書きや算数などの基礎学力はもちろん、思考力や多様な価

値観の習得を目的とした教育を行っている。マレーシアでは初等教育を義務づ

けているわけではないが、対象年齢児童の 96％以上（1995 年）が各地域の小
学校に在籍している（表－２）。 
 
表－３ 初等学校数及び生徒数（2000年） 

学校のタイプ 学校数 生徒数 生徒数の全体に

占める割合（％） 
国民学校 5,379 2,216,389 75.61 
国民型学校（中国系） 1,284 622,435 21.24 
国民型学校（インド系） 520 90,260 3.08 
特別学校 28 2,106 0.07 

合  計 7,217 2,931,190 100.00 

（マレーシア教育省提供資料より作成） 

  
カリキュラムの基本をなすのは、教育省のＣＤＣによって示される「小学校

統一カリキュラム（ＩＣＰＳ；Integrated Curriculum for Primary Schools）」であ
る。ＩＣＰＳはコミュニケーション、人間環境、自己開発の３つの大きな分野

からなり、その３分野はさらに６つの要素に細分され、各科目に分類されてい

る（表－４）。 
 
表－４ ＩＣＰＳの基本構造 

分  野 要  素 レベルⅠ 
（１年生－３年生） 

レベルⅡ 
（４年生－６年生） 

コミュニケーショ

ン 
基礎的能力 マレーシア語 

中国語 
タミール語 
英語 
算数 

マレーシア語 
中国語 
タミール語 
英語 
算数 

人間環境 精神、価値観、態度 
人間と環境 

イスラム教育 
道徳教育 

イスラム教育 
道徳教育 
科学 
地域学習 

自己開発 技術家庭 
美術、レクリエーショ

ン 
課外活動 

音楽 
美術 
保健体育 

技術家庭 
音楽 
美術 
保健体育 

（Education in Malaysiaより作成） 

 
小学校における学年の呼称は、「スタンダード（Standard）」で表され（例え
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ば小学校３年生はスタンダード３）、さらにスタンダード１から３までは「レ

ベルⅠ」、スタンダード４から６までは「レベルⅡ」と区別されているが、授

業科目や授業時間はこのレベルによって分けられており、授業科目は表－４の

とおりである。このうち、英語は全ての学校で第２外国語として教えられてお

り、中国語、タミール語及び先住民の言語もコミュニケーションに必要として

採用されている。また、１年間あたりの授業時間は、レベルⅠで 1,350 時間、
レベルⅡで 1,440時間19とされ、各科目の割当て時間はその科目の重要性に関連

して決められている。 
  ６年生の終わりには、児童たちは小学校到達試験（ＵＰＳＲ；Ujian Pelajaran 

Sekolah Rendah）と呼ばれる共通試験を受ける。受験教科は、マレーシア語、
英語、算数（数学）、科学、そして中国語かタミール語（国民型小学校の児童

のみ）である。ＵＰＳＲ自体は、中等学校へ進学するための選抜試験ではなく、

初等教育過程の理解度を確認するテストの位置づけなのであるが、この結果を

もとに、マレー系のエリートを養成する全寮制中等学校の入学者が選抜されて

おり（第３章に詳述）、事実上、中等学校入学試験としての役割も果たしてい

る。また、ＵＰＳＲの結果は、個人の成績のみならず、学校ごとのランキング

も公表されることになっている。 
このため、小学校段階から「受験」をめぐる競争は必然的に激化し、小学校

の中には数クラスの中から優秀な子どもたちだけを集めた「ベスト・クラス」

を設けて特別な教育を行っているところもある。ある小学校の校長にその目的

を問い合わせたところ、特別な進学教育を施すためではなく、あくまでも子ど

もたちの理解力に配慮し効率を優先した措置でカリキュラムは他のクラスと

同様であるとのことだったが、エリート中等学校への入学を意識した受験対策、

そして学校全体の学力の底上げをねらった措置であろうと推察される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マラッカ市内の小学校の授業風景 

                                                
19 休憩に充てられる 150分（１週間あたり）は除く。 
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＜飛び級制度＞ 
基礎学力の到達度合をチェックすることを目的に、学校単位の試験が実施さ

れているが、１年生から６年生までは自動的に進級することになっている。た

だ、才能豊かな児童を早くから選別するために「レベルⅠ試験」がある。 
  レベルⅠ試験とは小学校３年生修了時に試験評議会（The Examination 

Syndicate）と学校が主催する試験であり、受験は本人の意思に委ねられ自由で
ある。ＰＴＳで好成績を収め２階級特進を認められた児童は５年生の過程（ス

タンダード５）を省略し、５年間で小学校を卒業することが可能になる。 
 
＜移行学級制度＞ 
国民小学校で学んだ児童はそのまま下級中等学校に入学できるが、中国語や

タミール語学校といった国民型小学校で学んだ児童については下級中等学校

に進学する前に１年間の「移行学級（Remove Class）」での学習が義務づけられ
ている20。つまり、マレーシア語を母国語としない中国系やインド系など非ブ

ミプトラの児童に国民中等学校で教授用語となるマレーシア語を十分に習得

することが求められているのである。マレーシア語の国語化を目指す政策的な

措置とはいえ、非ブミプトラの児童にとってマレーシア語の習得と１年間の学

習の遅れは大きな負担であることは間違いない。そのため、中国系・インド系

であっても初めから国民小学校へ通わせる例もあるという。 

 
３３３３    中等教育（中等教育（中等教育（中等教育（Secondary Education）））） 
中等教育の大部分を担うのは、マレーシア語を教授用語とする国民中等学校で

あり、中国語や英語を教授用語とする私立中等学校は数からすれば非常に少ない。

国民中等学校は、下級と上級に分かれており、下級中等学校（Lower Secondary 
School）は日本の中学校、上級中等学校（Upper Secondary School）は高校に当た
る。下級中等学校は総合制を採用しているが、上級中等学校は学校種別に、普通

学校（Regular School）、全寮制学校（Fully Residential School）、技術学校（Technical 
School）、宗教学校（Religious School）、職業学校（Vocational School）という主な

                                                
20 ＵＰＳＲで優秀な成績を残した児童については、直接フォームⅠへの入学が認められる場合もある。 

 ＜スピーキング・コーナー＞ 

小学校の中には、「スピーキング・コーナー（Public Speaking Corner）」を設けられて学校も

ある。順番の児童は他の児童たちが見守る中、交代で英語とマレー語のスピーチをすること

になっている。幼少の頃から人前で話す訓練を通じ、語学力及びスピーチ能力の向上などを

ねらっている。 



 15 

５タイプと、さらに特殊学校（Special School）を加えた６タイプに分類される。
これら全中等学校の合計は、2000年１月現在 1,641校で、生徒数は 2,000,256人、
教員数は 108,892人である（表－５）。 

 
表－５ 中等学校数及び生徒数 

学校のタイプ 学校数 生徒数 生徒数の全体に

占める割合（％） 
普通学校 1,464 1,905,274 95.25 
全寮制学校 40 23,377 1.17 
技術学校 77 35,946 1.80 
宗教学校 53 34,565 1.73 
職業学校 4 611 0.03 
特殊学校 3 483 0.02 

合   計 1,641 2,000,256 100.00 

（マレーシア教育省提供資料より作成） 

中等教育は、国民教育哲学（ＮＰＥ；National Philosophy of Education）に基
づき、知識、洞察力、そして技術の習得を手助けすることにより子どもたちの

持つ全般的な能力の開発を目指しており、最終的には生涯教育のための強い土

台づくりを目標としている。 
カリキュラムでは、一般的な教育に加え、生徒たちは初歩的な専門科目も学

ぶことになる。小学校と同様、英語は第二言語として全学校で教えられる。中

国語やタミール語、そして原住民の言語もまた科目に加えられている。さらに、

1996年教育法では、アラビア語、日本語、フランス語、そしてドイツ語などの
外国語は中等学校で教えられることになっている。中等学校で規定されたカリ

キュラムは、ＩＣＳＳ（Integrated Curriculum for Secondary Schools；中等学校統
一カリキュラム）と呼ばれている。 

 
（１）下級中等学校（Lower Secondary School, Form 1-3） 
   中等学校における学年は「フォーム（Form）」で表され、下級中等段階は

フォーム１からフォーム３までの３年間である。授業科目は、表－６のとお

り必修科目と追加科目に分けられている。 
 
表－６ 下級中等学校の授業科目 

 
３年間の下級中等課程を修了すると、生徒たちは下級中等試験（ＰＭＲ；

Penilajan Menengah Rendah）と呼ばれる全国共通試験を受験しなければなら

必修科目（Core Subject） 追加科目（Additional Subject） 
マレー語、英語、数学、イスラム教（道徳*）、
科学、地理、歴史、生活、美術、保健体育 

中国語、タミール語、アラビア語 

＊ 非ムスリム（非イスラム教徒）の生徒が対象 
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ないが、その内容は全国共通の部分と学校独自の部分で構成されている。学

校独自の部分も試験評議会の定めるガイドラインにそって作成される。以前

は、ＰＭＲの成績が振るわない生徒は進級できないシステムだったため、表

－２の在籍率にも顕著なように、下級段階（82.4％）と上級段階（55.8％）
では格段の差があった。しかし、近年、標準的な国民教育の期間は上級中等

教育の２年間を加え５年間とする中等教育政策が推進されており、ＰＭＲの

性格は選抜テストというより、むしろ下級中等課程の学力診断テストの性格

を強めているとされる。ただ、ＰＭＲもＵＰＳＲ同様、学校ごとのランキン

グが発表されることになっているので、必然的に生徒以上に教員の方がその

ランキングを意識している感がある。 
 
（２）上級中等学校（Upper Secondary School, Form 4-5） 
   上級中等教育は２年間である。この段階で、一般的な教育プログラムに美

術、科学、技術、職業もしくは宗教などの専門教育が加わってくる。これら

の学校には、普通科、技術、職業、そして宗教の各コースがある。 
 
ア 中等普通科学校（Secondary Academic Schools） 

ほとんどの中等学校は普通科の課程に美術や科学コースを加えた普通科学

校である。ＩＣＳＳ（中等学校統一カリキュラム）により定められた科目は、

表－７に示したような必修科目、選択科目、そして追加科目の各カテゴリー

から構成されている。 
上級中等学校における２年間の課程が修了すると、生徒たちはマレーシア

教育検定（ＳＰＭ；Sijil Pelajaran Malaysia）を受験することになる。この試
験によって大学進学に備える予備課程に進むことができるわけだが、その課

程には中等学校に附設されるフォーム･シックス（大学予備過程）、特定大学

へのマトリキュレーション（大学入学許可）・コース、留学を目的としたイギ

リスのＧＣＥ試験のＡレベル（General Certificate of Education ‘Advanced’）コ
ース等がある。 
なお、中等普通科学校の実態については、全寮制中等学校の事例を中心に

第３章で詳述する。 
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  表－７ 上級中等学校の学習科目 

必修科目 追加科目 選択科目 
グループ１（人文） 
マレー文学、英文学、地理、美術、アラビア

語 
グループ２（職業及び技術） 
経理、経済概論、商業、農業科学、家庭科学、 

上級数学、機械エンジニアリング、民間エン

ジニアリング、エレクトロニクス、エンジニ

アリング･テクノロジー、製図 
グループ３（科学） 
実験科学、物理、化学、生物 

マレーシア語 
英語 
イスラム教（道徳） 
数学 
科学 
歴史 
保健体育 

中国語 
タミール語 
アラビア語 

グループ４（イスラム） 
イスラム神秘論、コーラン、イスラム教 

（Education in Malaysiaより作成） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マラッカ市内の全寮制中等学校（共学）における授業の様子 

イ 中等技術学校（Secondary Technical Schools） 
中等技術学校では、基礎的なエンジニアに関する分野はもちろん、数学や

科学分野に優れた学生を社会に輩出することを使命としている。学習内容は、

普通科と同様、上級中等学校カリキュラムの必修科目に加え、技術系の設立

目的を反映し、表－７の選択科目グループ２から科学やエンジニア等に関す

る科目を選択することになっている。技術学校への入学はＰＭＲの結果に基

づき教育省が決定しており、数学や科学に極めて秀でた生徒については、特

別に選抜されるシステムもある。 
また、技術学校には大学予備課程であるフォーム・シックスもあり、先端

技術の習得のみならず、科学技術に関するディプロマ及びディグリーレベル

の学習プログラムも用意されている。 
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ウ 中等職業学校（Secondary Vocational Schools） 

中等職業学校では、一般的な教育をはじめ基礎的な職業技術に関する授業

を行っている。課程には職業教育課程及び技術訓練課程の２つの課程がある。 
(ア) 職業教育課程（Vocational Education Stream） 

この課程では、職業技術の開発よりもポリテクニクスやその他の高等教

育機関に進学するのに必要な基礎学力を身に付けるための一般的・技術的

科目に重点をおいている。したがって、授業内容も普通科に近いものにな

り、普通科学校や技術学校と同様に、職業学校の普通科コースを選択する

生徒のための全国共通試験であるＳＰＭ（Ｖ）を受験することになる。現

在、このコースには表－８で示したような 17科目がある。 
 

表－８ 職業教育課程の授業科目 
普通科 職業科 
基礎科目 分野 コース 

エンジニア #" 電気 
#" 電子 
#" 機械店練習 
#" 溶接及び金属製作 
#" 自動車技術 
#" 建築 
#" 冷蔵及び空調 

家庭経済 #" 調理 
#" ファッションデザイン及び製作 
#" ビューティーカルチャー 
#" 保育 
#" 製パン・菓子 

商業 #" オフィス・マネジメント 
#" ビジネス・マネジメント 

マレーシア語 
英語 
科学 
数学 
イスラム教育（道徳教育） 
 
＊概ね普通科学校と同様 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業 #" 観葉園芸 
#" 農場機械 
#" 農場経営 

（Education in Malaysiaより作成） 

 
（イ）技術訓練課程（Skills Training Stream） 

この課程では、関係産業で要求されるような技術的能力を伸ばすために、

実践的な作業訓練に重点がおかれ、生徒たちは人的資源省の国家職業訓練

協会が監督する国家職業訓練検定（ＮＶＴＣ）の合格を目指す。生徒たち

は訓練を終了した後、主に産業界へ就職することになっている。 
また、この課程は２年間と１年間の２つのコースに分かれている。参考

までに、２年コースでは上級中等学校の生徒に表－９のような分野でＮＶ

ＴＣ検定に向けた教育が行われている。 
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冷蔵及び空調整備（国内）、冷蔵及び空調整備（販売）、自動二輪整備、自動車整備、 

アーク及びガス溶接、一般機械製作工、一般機械整備工、建築、大工及び建具、家具

製造、ラジオ及びテレビ修理、電気技師、農業機械整備、洋裁、美容師、エステ、食

品加工、食品サービス 

表－９ 授業訓練課程の授業科目 
 
 
 
 
 
 
＜タイムセクター民営化（ＴＳＰ；Time Sector Privatisation）政策＞ 

 教育省は、「タイムセクター民営化（ＴＳＰ）政策」と呼ばれる中等技術・

職業学校と産業界を結ぶ政策を推進している。つまり、産業界は実践的な技

術教育を提供することで将来の労働力を確保し、ポリテクニクスや中等技

術・職業学校は教育実習施設を開放するというプログラムである。ＴＳＰプ

ログラムの多くはリンク・プロジェクトと呼ばれるもので、ＥＯＮ／プロト

ン自動車整備訓練プログラムや技術学校（Techno-school）プログラムなどが
ある。 

   例えば、国産車メーカー・プロトン社21によるＥＯＮ／プロトンプログラ

ムは、プロトン車のサービスやメンテナンスなどに対応する自動車修理工を

特別に養成するためのプログラムである。また、ポリテクニクスと松下エレ

クトリックモーターの共同プロジェクトである技術学校プログラムは社内訓

練や工場労働者の能力向上にも役立っている22。 
 
エ 国家宗教中等学校（National Religious Secondary Schools） 

この学校の目的は、精神的知識と高度な現代知識を調和することが出来、

崇高な価値観を有する個人の創出である。生徒たちには、イスラムの知識を、

科学技術をはじめとする現代のあらゆる分野にも反映することができるよう

になることが期待されている。 
基礎カリキュラムには、普通科中等学校での科目と同様の一般教科が含ま

れている。他の必須科目としてはアラビア語（コミュニケーション）、アラビ

ア語（応用）、イスラム教に関する科目がある。 
生徒たちは、下級中等課程からの入学が可能で、普通科中等学校における

ＰＭＲやＳＰＭと同じような試験を受けることになる。 
 
＜特殊教育（Special Education）＞ 

1996年教育法では、ハンディキャップ（脳性麻痺、視覚・聴覚障害など）を

                                                
21 国営の自動車製造会社。マハティール首相のルック・イースト政策により日本の技術移転が促進された。ＥＯＮはプ
ロトン車の販売会社。 

22 エンジニアや熟練工の絶対的な不足を背景に、より高度な知識や技術を必要とする産業構造の高度化に対応するため、
政府は順次、職業学校を技術学校に転換していく方針も示している。 
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持った子どもたちに教育の機会を提供することも盛り込まれており、特殊学校

もしくは普通の小学校・中等学校で特殊教育を提供するよう規定している。 
教育省の特殊教育部では、社会的支援を必要とする子どもたちに次のような

プログラムを通じて教育機会や施設を提供している。 
#"視覚障害者プログラム 
#"聴覚障害者プログラム 
#"統合クラスプログラム 
#"包括的教育プログラム23 
特殊教育教員養成カレッジでは特殊教育プログラムを効果的に実施するため

に必要な教員養成を行っている。また、指導する教員は、点字用タイプライタ

ー製造、機械メンテナンス、カウンセリング及びガイダンス、イスラム教育、

音楽セラピーといった多様な教育を手助けしている。 

実は 1996 年までマレーシアには就学前及び中等教育段階における正式な特
別教育カリキュラムがなかったが、1996 年教育法の施行後、1997 年１月にカ
リキュラムが試験的に導入され、1998年からは完全に施行されるようになった。 

 
４４４４    大学予備課程（大学予備課程（大学予備課程（大学予備課程（Post Secondary Level）））） 

 上級中等学校卒業後は、ローカル及び海外の大学、高等教育機関（研究所）

への入学、もしくは社会人になるための準備を目的とした大学予備課程へ進む

ことになる。教育機関としてはフォーム・シックス（The Form Six）、各大学の
マトリキュレーション・コース（Matriculation Program）、そしてポリテクニク
ス（Polytechnics）、マラ工業研究所（The MARA Institute of Technology）やトゥ
ンク・アブドゥル・ラーマン・カレッジ（The Tuanku Abdul Rahman College）
のような政府立カレッジ等で開講される大学入学クラスが挙げられる。 

 
（１）フォーム・シックス（大学準備課程） 

通常、大学などの高等教育段階に進学するためのルートとして、上級中等

課程修了後、ＳＰＭ試験を受け、大学準備課程に入学し、同課程修了後、マ

レーシア高等教育証書（ＳＴＰＭ；Sijil Tinggi Persekolan Malaysia）と呼ばれ
る高等教育試験を受け、ようやく大学に進学できる。そのための準備課程が

全寮制中等学校などに附設されているフォーム・シックスであり、大学進学

に必要な一般教養、技術、宗教などの教育が行われ、その期間は１年から２

年である。 
 
（２）マトリキュレーション・コース（大学入学プログラム） 

マトリキュレーション・コースと呼ばれる大学入学プログラムは、特定の

                                                
23 障害を持った子どもたちの中には包括的教育プログラムの一環として通常の小学校でともに学んでいるケースもある。 
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大学への入学希望があったときその大学が実施する試験を受験する生徒のた

め特別に用意される予備クラスで、大学や全寮制中等学校に附設されており、

その在学期間は入学できる大学により異なるが１年から２年である。しかし、

このコースは基本的にブミプトラの子弟しか認められていない（この問題に

ついては第３章にて詳述する）。 
 
（３）ポリテクニクス 

ポリテクニクスは、上級中等学校の卒業者に対し、エンジニアリング業界

で活躍する技術者、ビジネス・サービス業界から求められる初級から中級レ

ベルのエグゼクティブを輩出するための教育を実施している。また、ビジネ

ス効率をより向上させる技術的・経営的開発も行われており、その他ＴＳＰ

でもふれたように、産業界との協力による研究や開発プロジェクトも進んで

いる。 
ポリテクニクスで行われているコースは２年間の認証プログラムと２年か

ら４年間の学位プログラムに分かれており、講座内容は、例えば２年間の認

証プログラムで 24 もの各種エンジニアリングに関する講座が用意されてい
る。また、すべてのコースのカリキュラムで一定期間の企業研修（Industrial 
Attachment）が組み込まれている。この研修は学生に仕事の経験を積ませ、
商工業界の現実や生きたビジネスについて身をもって理解させることがねら

いである。 
卒業生には海外の大学同様国内の学位取得に向けたプログラムがある。

1996年教育法の下、ポリテクニクスは国内及び海外の高等教育研究機関と学
位レベルの姉妹校（twinning）プログラムを実施している。 

 
５５５５    大大大大    学学学学 

国内の公立大学は 1999年現在で 10校あり、合わせて 18万人弱の学生が在籍
している（表－１０）。履修期間は学部によって異なり、概ね文化系が３年、

理科系４年、医科歯科系は日本同様５～６年である。 
マレーシアでは、高度経済成長に伴い主に科学技術や情報通信分野の専門的

知識を持った人材の供給が急務となっている。この状況に対応するため、各大

学は科学技術分野を中心として質的向上に力を入れており、また情報技術や電

子、製造、通信分野では新たなコースも既に設けられている。しかし、公立大

学からの人材供給だけでは、専門的知識を有する人材に対する需要を十分に満

たすことができないとして、1996年の大学・カレッジ法の改正により、民間企
業による私立大学の設置が認められるようになった。その結果、現在はテレコ

ム大学、テナガ・ナショナル大学、ペトロナス大学、そしてマルチメディア大

学など有力企業が支援する私立大学が設置されている。 
また、大学をめぐる新たな改革として「大学の法人化」も進められている。
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これも 1996 年大学・カレッジ法の改正によるものだが、法人化されると、政
府による一定の管理は受けるものの、より独立した大学経営を行うことが可能

になる。具体的には、教員の採用や報酬をはじめ、コンサルタント機能を充実

したり、研究成果を商品化したりすることで自主財源の強化につながると見ら

れている。公立大学でこの法人化をいち早く取り入れたマラヤ大学をはじめ、

一部の大学では既に研究開発や経営コンサルタントといった機能を強化する

改革が行われている24。 
  ところで、大学の特徴の一つに学生の男女比率がある。表－１０を見ても明

らかなように、全公立大学のうちマレーシア技術大学を除きすべて女子学生の

方が多く、全大学の在籍人数では 30％も多くなっている。これは中等教育段階
で男子学生のドロップアウトが多いことや家計を助けるための早い就職に起

因している。 
 
表－１０ 公立大学名及び学生数等 

（単位：人、1999年現在） 
とその内訳 公立大学（設立年） 学生数 
男性 女性 

教員数 

1 マラヤ大学（1962） 26,488 10,575 15,913 1,573 
2 マレーシア理科大学（1969） 21,339 8,607 12,732 1,215 
3 国立マレーシア大学（1970） 22,805 8,062 14,743 1,695 
4 マレーシア・プトラ大学（1971） 35,433 14,539 20,894 1,417 
5 マレーシア技術大学（1972） 29,891 19,011 10,880 1,499 
6 国際イスラム大学（1983） 14,219 5,828 8,391 923 
7 マレーシア北部大学（1984） 16,549 5,618 10,931 662 
8 サラワク大学（1992） 3,190 1,500 1,690 307 
9 サバ大学（1994） 3,662 1,730 1,932 257 

10 スルタン・イドリス教育大学（1997） 3,310 1,534 1,776 111 
合    計 176,886 77,004 99,882 9,659 

（Social Statistics Bulletin Malaysia 2000より作成） 

 
 
第２節第２節第２節第２節    教育行政の構造とその役割教育行政の構造とその役割教育行政の構造とその役割教育行政の構造とその役割 
１１１１    教育省の組織構造教育省の組織構造教育省の組織構造教育省の組織構造 

マレーシアにおける教育行政は、独立以来確立されたマレー系優先の中央集

権体制により、連邦政府（教育省）を中心とするヒエラルキーで構成されてい

る。つまり、連邦政府→州教育庁→地方教育事務所→学校という強力なタテ割

り構造で組織され、教育に関する組織、運営、開発等は基本的にすべて教育省

の管理下にある。 
教育行政の遂行は、教育大臣（及び副大臣２名）を筆頭とする図－２のよう

                                                
24 体制が不十分で財政的な自立が困難な大学に対しては、国家高等教育基金を通じた財政支援策もある。 
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な体制で行われている。また、教育事務次官及び教育総務局長は教育大臣に直

接責任を負い、事務次官は行政上の全般的な課題、総務局長は専門的な課題に

関わることになっている。次官の下には、主要な６部と７課が配置されている

が、そのうち就学前及び初等・中等教育部から特別教育部までの５部は直接教

育局長の下、高等教育部のみは直接教育事務次官の監督下にある。これら６部

に加えて、いくつかの課、そして政府関係庁や法定機関がおかれている。さら

に、図－２で表記した各部課以外の課や法定機関の詳細は表－１１のとおりで

ある。 
教育に関する企画立案及び意思決定は、教育企画委員会（ＥＰＣ；The 

Education Planning Committee）により行われている。この委員会は、各部相互
及び部内の意思決定を容易にするために設けられている。大臣が議長を務める

同委員会は、連邦レベルで最高の意思決定機関であり、教育政策の採択や調整、

推進に関わっている。委員会事務局は、教育総務局に直属する教育企画調査課

におかれている。多岐にわたる政治的な教育課題は、最終決定前に必ず内閣に

諮られることになっている。 
  また現在は、教育政策の遂行に協力したり、監視したりすることはもちろん、

政策ガイドラインの形成などの任務を受け持つ８つの運営委員会がある。これ

ら委員会には中央カリキュラム委員会、開発委員会、財政委員会、教科書委員

会、奨学制度委員会、教職員開発トレーニング委員会などがある。これら委員

会とは別に、専門課首脳会議、部長会議、教育調査に係る調整委員会、教育企

画委員会諮問会議など、政策や企画に関する個別の課題について議論する委員

会もまた設置されている。 
連邦レベルで策定される教育政策や計画の遂行は 14 の州教育庁を通じて実

施される。州教育庁は、総合計画のための中央省庁へのフィードバックに加え、

教育政策の遂行、国家教育プログラムやプロジェクトのチェックなどを行って

いる。 
州教育庁の政策遂行を補うために、ペルリス・マラッカの両州、そして連邦

政府直轄区を除いた全ての州に地方教育事務所が設置されている。地方教育事

務所は、学校と州教育庁を結び、教育行政を円滑に推進する役割を果たしてい

る。 
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教育省の庁舎（クアラルンプール） 

 
 
 
 図－２ 教育省の組織構造 
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表－１１ 各部に属する課名及び法定機関等名の一覧 
カテゴリー 部名及び課・法定機関名 

副次官Ⅰ 組織開発サービス課、奨学制度課、管理サービス課 
副次官Ⅱ 財政課、開発民営化・供給課、情報システム課、国際課 
高等教育部 政策管理統制課、高等教育課（財政開発担当、学生入学

担当） 
就 学 前 及 び 初

等・中等教育部 
就学前及び初等・中等教育管理課、教員指導課、カリキ

ュラム開発センター、教科書課、スポーツ課 
技術教育部 技術職業管理課、技術職業カリキュラム課、ポリテクニ

クス管理課、企画調査課、職員指導開発課 
イスラム・道徳

教育部 
イスラム学・道徳教育課、ダクワ・指導者課、イスラム

学・道徳教育カリキュラム課 
民間教育部 企画調査課、登録標準課、行政施行課 

各部所属課 

特別教育部 企画調査課、特別教育課、指導援助サービス課 
法定機関 マレーシア試験協議会、大学、ＭＡＲＡ工業研究所、トゥンク・アブドゥル・

ラーマン基金、マレーシア学校スポーツマレーシア学校スポーツ協議会、国

立翻訳研究所 
政府関係機関 マレーシア国立図書館、トゥンク・アブドゥル・ラーマン・カレッジ 

（Education in Malaysiaより作成） 

 
２２２２    教育関係予算教育関係予算教育関係予算教育関係予算 

ここ 10 年間の予算の推
移を見てみると、教育関係

の予算額は年々増加してい

るが、国家予算に占める割

合については、全体予算が

大きく増加する年があり25、

かなりの増減が見られる

（図－３）。一般及び開発支

出を合計した予算額につい

て、既に確定している 1999
年を例にとると、政府が支

出した金額は 15,323 百万
リンギ26で、国家予算に占

める割合は 22.1％になる。この割合は、防衛や厚生、貿易関係などの分野別に
見ても最も大きい数字である。 
次に、教育省に割り当てられた一般会計の配分について、教育省の公表して

いる資料を参照してみると、実にその 90％近くが就学前及び初等・中等教育関
係の経費にあてられていることが分かる（図－４）。これは、初等・中等教育

                                                
25 この理由として、1996年、2000年に実施された４年に１度の総選挙が大きく影響していると見られる。政府与党は、
有権者の意向を意識してバラマキ型の予算編成になる傾向がある。 

26 １リンギは約 30円。（2000年時点） 

図－３　教育関係予算額及び国家予算に占める割合
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の重要性もさることながら、その対象年代にある子どもたちの在籍率（表－２）

とも無縁ではないと推測される。 
 

 

図－４ 教育省の予算（1996年） 

分   野 予算（ＲＭ） 予算比 

就学前及び初等・中等教育 6,721,156,700 87.3 

技術教育 275,619,382 3.6 
財政運営・開発情報システム 208,901,990 2.7 
州政府運営 152,717,400 2.0 
科学技術教育 57,940,418 0.8 
イスラム・道徳教育 48,965,500 0.6 
その他 232,991,600 3.0 

合   計 7,698,292,990 100.0 

（教育省提供資料から作成） 
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第３章第３章第３章第３章    学校の現状学校の現状学校の現状学校の現状 
 
第１節第１節第１節第１節    エリート教育制度エリート教育制度エリート教育制度エリート教育制度 

マレーシアでは国策として同国の将来を担うエリートを養成しており、実質

的な養成機関の役割を果たしているのが次に紹介するような全寮制中等学校

である。そして、そうした学校に通う生徒の多くがマレー系の子弟であり、先

に述べたようなブミプトラ政策を最も色濃く反映した教育政策のひとつとい

えよう。エリート教育の背景には、中国系やインド系に比べ経済分野で遅れを

とるマレー系にとって、こうした教育機関を通じてより多くの経済エリートを

輩出することで、民族間の経済格差を是正しようという狙いがある。 
  こうした学校への入学は、小学校６年生のときに受験するＵＰＳＲ（全国統

一試験）の結果をもとに教育省によって選抜され、全国 40 校の入学者が決ま
る。2000年１月現在、その 40校に在籍する生徒数の合計は 23,377人、中等学
校に通うマレーシア国内全生徒数のわずか 1.17％（表－５）に過ぎず、同校へ
の入学は極めて狭き門であることがうかがえる。各地域に設置されている全寮

制中等学校は、まさに各地の秀才が集められたエリート養成学校なのである。 
本章ではマレーシアにおける教育政策の象徴ともいえる全寮制中等学校の

事例を通してその実状を明らかにしたい。 
 
 
第２節第２節第２節第２節    全寮制中等学校の事例（トゥンク・アブドゥル・ラーマン学校（全寮制中等学校の事例（トゥンク・アブドゥル・ラーマン学校（全寮制中等学校の事例（トゥンク・アブドゥル・ラーマン学校（全寮制中等学校の事例（トゥンク・アブドゥル・ラーマン学校（STAR）））））））） 
１１１１    概要概要概要概要 

西マレーシアの北部に位置するペラ州の州都イポー特別市は、首都のクアラ

ルンプール、ペナン島のジョージタウンに次ぐ第３の都市で、人口およそ 50
万人、面積は 387平方 km、東南アジア屈指のスズ産出地として有名である。 
ペラ州における最初の全寮制マレー学校として 1958 年に開校したトゥン

ク・アブドゥル・ラーマン学校1（Sekolah Tuanku Abdul Rahman,；通称「ＳＴＡ
Ｒ」、以下同様）は、同州における代表的な進学校であり、中国系やインド系

に比べ経済的に遅れをとるマレー系の子弟に十分な教育の機会を与えること

を目的に設立された。同校の教育方針は、ブミプトラの子弟に大学進学など高

等教育により近づける質の高い中等教育を行うこととされ、40年余りの同校の
歴史で 5,000人以上の卒業生が様々な分野で活躍している。 

  男子校である同校の生徒数は、2001年１月現在 575人。99％がマレー系、１％
がサバ・サラワク州の少数民族で、要するに 100％ブミプトラの子弟で構成さ
れているということになる。 

 

                                                
1 初代首相のトゥンク・アブドゥル・ラーマンとは直接的な関係はないという。 
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２２２２    学校生活の実態学校生活の実態学校生活の実態学校生活の実態 
（１）年間スケジュール 

１年間のスケジュールは２学期制となっており、１学期は１月から５月ま

で、２学期は６月から 11月までである。各学期の終了後はスクール・ホリデ
ーとなっており、特に２学期終了後は通常イスラム教の断食月（ラマダン; 
Ramadan）2に当たるため、2001 年度の年間スケジュールを参考にすると 11
月９日から翌年１月６日までの２ヶ月間が休みになる。 

  
（２）カリキュラム 

履修科目は必修科目、選択科目、そしてその他科目に分かれており、この

うち必須・選択科目の合計は下級中等レベルで８科目、上級中等レベルでは

10科目となっている。科目の内訳と教師数は表－１２のとおりで、教員数の
合計は 61人（男性 27人、女性 35人）、校長先生を加えた教員数の合計は 62
人となっている。 
表－１２ 科目名及び教員数 

レベル 
（教師数の合計） 

科 目 名（教 師 数） 

必須科目 
（26人） 

マレーシア語（６）、英語（６）、歴史（３）、宗教（６）、数学（５） 

下級選択科目 
（８人） 

技術家庭（３）、地理（３）、科学（２） 
 

上級選択科目 
（13人） 

数学Ⅱ（３）、物理（３）、化学（３）、生物（３）、会計学（１） 
 

その他の科目 
（11人） 

保健体育（３）、外国語【日本語（２）、フランス語（２）、中国語（ﾏﾝﾀﾞ

ﾘﾝ）（１）、アラビア語（宗教教師と兼任）】、カウンセラー（３） 

  
   全寮制のＳＴＡＲでは、一日のスケジュールや時間割が厳しく管理されて

いる。一日はアラーへの礼拝から始まり、続いて食事と軽い運動を行う。授

業は基本的に午前７時 30 分から開始（月曜日は朝礼）、午前９時 50 分から
20 分の休憩を挟んで９時限が組まれており、午後１時 20 分には終了する。
１時限の時間は前半が 35分、後半は 40分である。ただ、木曜日と金曜日は
全て１時限あたり 35分で変則的な時間割である。また、集団礼拝のある金曜
日は午後からの授業はなく、午前中７時限の授業となっている（表－１３）。 

   この表－１３で示した時間割は、第１週と第３週のもので、第２週と第４

週は別の時間割に変わる。これは履修科目を調整するためだが、「フレキシブ

ル・タイムテーブル（Flexible Timetable）」と呼ばれ、多くの学校で採用され
ているスタイルだという。 

   授業終了後、生徒たちは課外活動や特別活動、自習などで夕方まで過ごす。

パソコンを利用したＩＴ教育を目指すスマート・スクール（第４章で詳述）

                                                
2 イスラム歴の９月がラマダンになり、イスラム教徒は日の出から日没まで食べ物や水を口にできない。 
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にも指定されている同校では、インターネットも自由に利用することができ

るため、空いた時間にインターネットを楽しむこともできる。また、午後５

時から７時までは完全に自由時間なので、子ども同士で遊んだり、テレビを

見たりしながらゆっくりくつろぐことができる。 
 表－１３ 下級中等学校３年生の時間割（第１・３週）の例 
時

限 
1 2 3 4 休憩 5 6 7 8 9 10 

時 
間 

07:30 
-08:05 

08:05 
-08:40 

08:40 
-09:15 

09:15 
-09:50 

09:50 
-10:10 

10:10 
-10:45 

10:45 
-11:20 

11:20 
-12:00 
11:20* 
-11:55 

12:00 
-12:40 
11:55* 
-12:30 

12:40 
-13:20 
12:30* 
-13:05 

13:20 
-14:00 

月 朝礼 歴史 マレーシア語  英語 地理 数学 外国 体育 
火 科学 数学 地理  マレーシア語 宗教 美術  
水 技術家庭 英語  科学 歴史 宗教 地理  
木 宗教 ﾏﾚｰｼｱ語 外国語  保健体育 数学 歴史  
金 宗教 技術家庭  地理 科学    

（*…木・金の時間割） 

（３）課外活動 
   課外活動は、リーダーシップの育成、潜在能力の伸長などを目的に実施さ

れており、全ての生徒の参加が義務づけられている。というのも、大学への

入学時にはＳＰＭ試験の結果のみならず、課外活動の実績も 20％程度考慮さ
れることになっているためであり、生徒の側も真剣に取り組まざるを得ない

システムになっている。 
   課外活動の種類は大きく分けて次の３つのカテゴリーに分類される。 

!"クラブ（宗教、社会奉仕、外国語、音楽・創作・写真など文化活動） 
!"ゲーム（陸上、サッカー、ホッケー、バスケットなどスポーツ活動） 
!"ユニフォーム（士官実習、スカウト、赤十字、スクールバンドなど） 

   この各カテゴリーから生徒たちは１つずつ選択して参加するのだが、活動

は週に２回、１回は平日の夕方（午後３時から４時 30分）、もう１回は土曜
日に行われている。 
同校は学術面で秀でた成績を残しているだけでなく、スポーツや課外活動

の面でも高い評価を受けており、特にクリケット・チームは地域リーグのチ

ャンピオンで、そのメンバーのうち５人はペラ州の代表である。 
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（４）全寮制中等学校への入学 
   政府立全寮制中等学校の入学者選抜は、第１節で触れたとおり学校ではな

く教育省が行っている。マレーシアの全児童が受験するＵＰＳＲの試験科目

は、マレーシア語Ⅰ、マレーシア語Ⅱ、英語、算数、科学の５科目で、５段

階評価（Ａ～Ｅ）される試験結果において全てＡの成績を収めた子どもの中

から家庭環境なども考慮しつつ選抜されるという。 
   また、中高一貫教育が採用されているものの、下級中等レベル進学時に全

寮制中等学校へ入学できなくても、上級中等レベル進学時に、普通学校から

編入できるチャンスが残されている。フォーム３のときにＰＭＲという全国

統一試験が実施されるが、受験８科目（マレーシア語、英語、数学、科学、

歴史、地理、技術家庭、イスラム教もしくは道徳）のうち５科目でＡの成績

を残せば、全寮制上級中等学校のフォーム４に編入が可能である。 
 
（５）定期テスト 
   生徒の到達度をチェックするために①コーディネーション・テストⅠ（３

月）、②中間テスト（５月）、③コーディネーション・テストⅡ（７月）、④期

末テスト（10 月）、という年４回の定期テストが実施されている。試験科目
は全ての科目が対象となる。 

   また、同校ではこれらの定期テストに加え、今年からトピカル・テスト（時

事テスト）が導入され、２月、６月、そして８月の３回実施する予定である。

なお、全国統一試験のＰＭＲとＳＰＭは９月に実施される。 
 
３３３３    学校の実績学校の実績学校の実績学校の実績 

上級中等学校修了時に受ける全国の生徒が受験するＳＰＭの成績は、グレー

ドⅠ・Ⅱ・Ⅲで評価されるが、大学への基礎的入学条件として５科目以上の試

学校の敷地内にある寮 
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験でパスしたことを意味するグレードⅠの取得が必要である。1999年のＳＰＭ
合格率の全国平均は 67.8％3だが、同校は 100％の合格率を誇っている。その内
容は、95％以上がグレードⅠを記録、うち７人が 9Ａ、４人が最上級の 10Ａを
マークしている。全国のグレードⅠ取得率は 24.9％なので、この 95％を超える
数字がいかに優れたものであるか窺い知ることができる。フォーム５を終えた

生徒たちの主な進路は概ね表のとおりであり、校長先生の話では、同校の卒業

生にはペラ州政府の局長や法律アドバイザーなど、政府関係で活躍する人たち

が多いという。 
  表－１４ 卒業後の進路 

  進  学  先 構成比率％ 
1 マトリキュレーション（マラヤ大学及び４カレッジ） 60.0 
2 スペシャル・プログラム（地場大手企業4からの支援） 10.0 
3 私立カレッジ（ＭＡＲＡ、医学系など） 5.0 
4 海外（アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本、ドイツ等） 1.0 
5 その他（各種カレッジ、ポリテクなど） 24.0 
 合     計 100.0 

（ＳＴＡＲ校長先生からの聞き取りによる） 

 
 
第３節第３節第３節第３節    マレー系への優遇措置マレー系への優遇措置マレー系への優遇措置マレー系への優遇措置 
１１１１    経済面での優遇（授業料と奨学制度）経済面での優遇（授業料と奨学制度）経済面での優遇（授業料と奨学制度）経済面での優遇（授業料と奨学制度） 
まず、教育関係の国家予算からアプ

ローチしてみる。中等課程の生徒１人

あたりの予算をカテゴリー別に見てみ

ると、通常の中等学校で年間 2,064.6
リンギの予算に対し、全寮制の中等学

校には 6,069.1 リンギ5とおよそ３倍の

予算が割り当てられていることになる。 
次に、生徒の負担すべき内容を見て

みると、表－１５のような授業や寮に

係る経費として、生徒一人あたり年間

400リンギ以上の負担が必要である。 
一方、奨学金制度については、主に

①連邦政府奨学金と②ペトロナス6奨

学金の２種類がある。その内容は、表

                                                
3 巻末参考文献⑤ p.139 
4 大手企業としては、プロトン（PROTON）、ペトロナス（PETRONAS）、そして電力会社のテナガ（TENAGA）などが
ある。 

5 巻末参考文献⑤ p. 154 
6 政府が全額出資する石油会社で、国内に埋蔵されているすべての石油、ガスの所有権を持つ。 

表－１５ 授業料及び寮経費 
内  容 リンギ 
試験費用 10.00 
図書館費用 4.50 
美術 4.50 
ゲーム 9.00 
スポーツ 1.00 
雑誌 12.00 

授業料 

保険 1.50 
小   計 42.50 
食料費 278.00 
洗濯費 82.00 

寮経費 

余興費 6.00 
小   計 366.00 
合   計 408.50 

（ＳＴＡＲ提供資料より作成） 
＊ なお、この他に受験費用や入寮費が別途必要。 

 ① フォーム３（ＰＭＲ）   20リンギ 
  ② フォーム５（ＳＰＭ）   129リンギ 
  ③ フォーム１・４（入寮費） 10リンギ 
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－１６で示したように非常に手厚いもので、どちらの奨学金制度も一度受給が

決まるとほとんど奨学金だけで中等教育を受けることができるような仕組み

になっている。同校では両奨学金制度を併せて、133 人が受給しており、その
割合は全校生徒の 23％に上る。 
しかしながら、設立の目的からも明らかなように、全寮制中等学校はマレー

系の子弟のみを対象にした学校であるため、中国系やインド系は入学すること

はできない。つまり、そうした制約がある以上、中国系、インド系の子弟が通

常の３倍の予算を割り当てられることも、奨学金を受給することもありえず、

こうした点からも全寮制中等学校という制度が、ブミプトラ政策を極めてよく

具現化したシステムであることがよく分かる。 
 

表－１６ 奨学金制度 

 
２２２２    高等教育機関との連携（入学の優遇措置）高等教育機関との連携（入学の優遇措置）高等教育機関との連携（入学の優遇措置）高等教育機関との連携（入学の優遇措置） 

マトリキュレーション・コース(P.20参照)を開設している全寮制中等学校の

場合、特定の大学への進学が極めて容易になる。 
第２章でも紹介したが、通常の大学進学への過程は次のとおりである。まず

上級中等学校修了時に行われるＳＰＭ試験の結果7で選抜されフォーム・シック

スへ進む。そして２年間の課程終了後ＳＴＰＭ試験(P.20参照)を受け、その結

果で国内大学への入学者が選抜される。 
マトリキュレーション・コースの場合には、ＳＰＭの成績（特に理科と数学

の成績）で選抜され、２年間の大学予備教育後、ＳＴＰＭ試験より容易といわ

れる「マトリキュレーション試験」を受けることでマラヤ大学など特定の大学

へ進学することができる。さらに、各大学ではブミプトラに有利な定員枠（民

族別の割当制）を設けていることもあって、ブミプトラと非ブミプトラの大学

入学に対する難易度の差は歴然としている。 

                                                
7 ＳＰＭについては P.16参照。P.30で前述したように大学入学の基礎的条件として、ＳＰＭでグレードⅠを５科目以上
得る必要がある。 

① 連邦政府奨学金連邦政府奨学金連邦政府奨学金連邦政府奨学金 

  600リンギ／年が無償で支給される。家庭の収入が 1,000リンギ／月以下の生徒が対象で、

同校は 109人が支給されている。 

② ペトロナス奨学金ペトロナス奨学金ペトロナス奨学金ペトロナス奨学金 

  300リンギ／年の小遣い、書籍購入費、ＰＭＲ及びＳＰＭ受験費、年２回の帰省交通費が

無償で支給される。対象は、連邦政府奨学金と同様月々の収入が 1,000リンギ以下の生徒

で、成績が優秀であれば卒業後も継続して支給される。また、大学卒業後も必ずしもペ

トロナスで働く必要はない。現在、同校では 24 人が支給されており、卒業生でも 10 人

が支給を受けている。 
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 ＳＴＡＲの事例でも、卒業生の実に 60％がマトリキュレーション・コースと
呼ばれる予備課程に進み、フォーム・シックスに比べて容易に国内の大学へ進

学している（表－１４）。しかし、このコースはあくまでもブミプトラの子弟

のみに開かれたものであり、中国系やインド系は正規のルートであるフォー

ム・シックスを経るか、もしくは海外留学を目指すなどして高等教育への接近

努力を続けざるをえないため、学力的要因はもちろん、経済的要因からもかな

り制限されたものになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
正門から見たＳＴＡＲ 
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第４章第４章第４章第４章    ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入ＩＴに対応した新制度の導入 
 
 2000年１月、政府は世界的なＩＴの大競争時代を見据えて「スマート・スクー
ル（Smart School）」と呼ばれるＩＴを活用し、授業にパソコンを使った新たな教
育システムの運用を開始した。対象となるのは、マレーシア各州の全寮制中等学

校を中心とした 90校。新時代の教育を目指したマレーシアの大胆な試みは内外か
ら注目されている。本章では、スタートしたばかりの新制度について紹介する。 
 
 
第１節第１節第１節第１節    ＭＳＣ計画と教育政策ＭＳＣ計画と教育政策ＭＳＣ計画と教育政策ＭＳＣ計画と教育政策 

90 年代前半までマレーシア経済を牽引したのは家庭用電化製品を主力とする
製造業であった。しかし、タイやベトナムなどの周辺アセアン諸国も積極的な外

資導入政策により次第に国際競争力をつけ、マレーシアの労働コストの面等での

優位性が揺らぎ始めるようになった。そのため、労働集約型の産業構造からＩＴ

（情報通信技術）に代表される知識集約型の経済へ転換を図る必要に迫られた政

府は、1991年、経済開発構想「ヴィジョン 2020（Vision 2020）」を発表した。こ
のマスタープランに基づく、「マルチメディア・スーパー・コリドー（ＭＳＣ；

Multimedia Super Corridor）」が明らかにされたのは 1996年のことである。その主
な内容は、首都ＫＬからＫＬ新国際空港を包括する南北 50キロ、東西 15キロの
エリアに最新鋭の通信インフラを整備し、ハイテク関連産業を誘致するという壮

大なものである。世界規模のＲ＆Ｄ（研究開発）、生産、マーケティング拠点とし

ての機能はもちろん、電子政府の推進、遠隔医療サービスの充実、身分証明書や

電子マネーなどの機能を持つスマートカードの推進などを目指しており、既に新

行政首都「プトラジャヤ（Putrajaya）」、先端情報技術都市「サイバージャヤ
（Cyberjaya）」が完成している。この巨大プロジェクトの推進し、マルチメディ
ア技術を社会に普及させることを目的として、７つの分野から構成されるフラッ

グシップ・アプリケーションが掲げられているが、スマート・スクールはその一

角をなすものとして位置づけられている（表－１７）。 
 
表－１７ ＭＳＣフラッグシップ・アプリケーション 

ＭＳＣフラッグシップ・アプリケーション 
マルチメディア開発 マルチメディア環境 

名  称 所  管 名  称 所  管 
電子政府 
単一多目的カード 
スマート・スクースマート・スクースマート・スクースマート・スクー

ルルルル 
遠隔医療 

マレーシア行政近代化企画室 
ネガラ銀行 
教育省教育省教育省教育省 
 
保健省 

Ｒ＆Ｄ開発拠点 
遠隔製造 
ボーダーレス市

場 

科学技術環境省 
国際貿易産業省 
マルチメディア開発公

社 

 
また、ＭＳＣプロジェクトの成否は、外資企業の誘致とともに、ＩＴ技術者の
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育成がカギを握ると見られている。もちろん、その需要に応えられるよう、サイ

バージャヤにはＩＴ技術者を養成するマルチメディア大学や外資系企業の研究機

関も設置されているが、技術者の絶対数を確保するためには、マレーシア国民の

全体的な底上げが必要不可欠である。こうした状況を見据え、実は教育省は 1992
年から教育におけるコンピューター化に取り組んでおり、８年のコンピューター

化計画を経て導入されたのがスマート・スクールなのである。 
 
 
第２節第２節第２節第２節    スマート・スクールのコンセプトスマート・スクールのコンセプトスマート・スクールのコンセプトスマート・スクールのコンセプト 

ラザク教育大臣はスマート・スクールついて「スマート・スクールはＭＳＣ

の要求に応えるだけでなく、新世代のマレーシア国民を創造するために国家規

模で計画されている。新世代の国民とは、より創造的で革新的な思考を持ち、

そして新技術に精通し、さらに情報にアクセスするだけではなく、完全にそれ

を管理することのできる国民をさす」と述べている。つまり、この言葉は記憶

力を重視し、試験に偏重してきた教育に対する反省に立ち、自分でモノを考え

る創造力と問題の解決力を身につける教育への転換を意味している。 
具体的なスマート・スクールの目標は次のとおりである。 

 
  ①・②が子どもたち、③が社会、④・⑤が教育システムをそれぞれターゲッ

トにしたものである。これらの目標を達成するために、教育省は「スマート・

スクール実行計画8」を示し、この実行計画に基づき、プロジェクトを推進して

いる。その中で、スマート・スクール導入により従来の教育制度と変わるもの

が大きく分けて３点ある。スマート・スクールの性格がよく表れているので、

簡単に紹介したい。 
まず、第１に「学習指導（Teaching – Learning）」があげられる。このコンセ

プトは「情報を一方的に享受するだけのこれまでのスタイルを改め、情報を自

ら追求する、問題解決のためのあらゆるアプローチを行う、そして自分の考え

を伝える、という『学習』を目指す。学習とはまた、創造力を働かせることに

よって得られるものであり、こうした変革を効果的に行うためにＩＴはどうし

ても必要なツールである」と説明されている。つまり、これまでの先生が子ど

                                                
8 巻末参考文献② 

① 知性、体力、感情、精神というあらゆる領域において個人の発達を促すこ

と 
② 個人の長所や能力を伸ばす機会を提供すること 
③ 技術的な教養を備えた思考力のある労働力を社会に輩出すること 
④ 全ての子どもが公平に学べるよう教育の民主化を図ること 
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もたちを教える、情報を与えるという根本的な原理を覆し、先生は子どもたち

が自ら「学習」する手助けをするという発想である。そして、その手助けのた

めの重要なツールがパソコンというわけである。 
  第２に「試験と認証（Assessment and Certification）」である。これまで見てき
たように、ＵＰＳＲ(P.13 参照)やＰＭＲ(P.15 参照)など年齢に応じた学力診

断テストを年に１回実施してきたが、スマート・スクール試験制度では、「リ

ビング試験（Living Assessment）」及び「生涯データベース（ＬＴＤＢ；Lifetime 
Database）」が導入される。リビング試験とは、年に１回だけだった学力テスト
を改め、学級単位、学校単位、そして全国レベルの試験を組み合わせて、普段

の学力を評価しようという試み、ＬＴＤＢは、生徒たちの就学期間中の成績記

録を全てデータベース化し保存するシステムである。こうした試験及び認証制

度の導入により、１回だけの試験で評価が決定するというプレッシャーから開

放される代わりに、日々の学習が非常に重要になることと推察されるが、教育

省のねらいはまさにそこにあるといってよいであろう。 
  そして、第３が「管理（Management）」システムである。スマート・スクー
ルで新たに導入される管理システムでは、学校内はもとより、教育省や教育機

関、そして家庭ともＩＴでつながるため、効率的な情報交換が可能になる。ま

た、個人情報がデータベース化されるため、生徒の成績や各種情報の管理に効

果を発揮し、教師の業務軽減につながると考えられている。 
 これらが、スマート・スクール導入のポイントとなる内容である。では、教

育の現場への導入について次節で見てみたい。 
 
 
第３節第３節第３節第３節    学校への導入と現状学校への導入と現状学校への導入と現状学校への導入と現状 

 こうしたコンセプトを実現するために環境の整備が必要となるが、教育省は

まず 2000年１月、モデル校（Pilot Schools）への導入からスタートした。モデ
ル校は各州にある政府立の全寮制中等学校を中心に、初等・中等レベルあわせ

て 90 校が選ばれている。そして、スマート・スクールの導入レベルに応じて
「ステータス（到達目標）」が決められ、各学校はその整備状況に応じてラン

ク付けされている。 
そのステータスは技術水準や設備の内容を考慮して、遠隔地（Remote）の最

低限レベルからレベル４まで５段階（Level Remote, 1, 2, 3, 4）に分類されてい
る。例えば、遠隔地レベルについては、主に農村地帯にある学校への導入レベ

ルを指し、中等教育の基本的な設備として、テレビ、ビデオ、ラジオカセット、

ＯＨＰ以上各１台、管理事務所用パソコン 1台、パソコン室（生徒１０人あた
りパソコン１台）、レーザープリンター１台、無線インターネット・アクセス

が列挙されている。 
一方、レベルが向上するにしたがって、様々な設備が整備されることになる
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が、スマート・スクール計画で目指す最高のレベルでは、基本的なパソコンや

インターネットの環境はもちろん、マルチメディア開発センターやビデオ会議

室、さらにブロードバンド対応のＬＡＮ（Local Area Network）構築なども計画
されている（表－１８参照）。現在、モデル校 90校のうち、レベル４ないしそ
れに準じた設備を持つ学校は、新設校を中心に 11校ある。政府は、順次スマー
ト・スクールを導入し、2020年までに全ての学校をスマート・スクールに転換
し、教育のＩＴ化を実現する計画である。 
 
表－１８ スマート・スクールのレベル評価基準 
  設   備 レベル２ レベル４ 

1 放送設備のあるビデオシステム － ５台 
2 ＯＨＰ、テレビ、ラジオカセット 生徒 200人あたり 

１セット 
１クラス１セット 

3 ＬＣＤプロジェクター 同上 10台 
4 ＰＡ（公共演説）システム １セット １セット 
5 管理システムとインターネット可能

な管理事務所用パソコン 
３台 ６台 

6 教室用パソコン １クラスあたり 
生徒 10人で１台 

１クラスあたり 
生徒５人で１台 

7 インターネット可能な図書館及び 

メディアセンター用パソコン 
10台 各クラスの平均生徒数

もしくは 35台 
8 教師用パソコン 教師３人に１台 教師１人に１台 
9 科学実験室用パソコン １実験室あたり 

生徒 10人で１台 
１実験室あたり 
生徒５人で１台 

10 ＬＡＮ構築とインターネット可能な

パソコン室 
各教室に生徒１人１台 各教室に生徒１人１台 

11 レーザープリンター 各パソコン室に１台 
職員室に１台 

各パソコン室に１台 
職員室に１台 

12 ＬＡＮ（Local Area Network） １セット － 
13 マルチメディア開発センター － 

 
パソコン 10台、スキャ
ナー２台、カラープリ

ンター２台など 
14 ビデオ会議システム － １セット 
15 ブロードバンド用ＬＡＮ － １セット 

（The Malaysian Smart School Implementation Planより作成）  

 
第３章で紹介したＳＴＡＲは、実はこのスマート・スクールの指定も受けてお

り、実際にパソコンやソフトウェアの導入が進められているのだが、その整備状

況は現在レベル２の段階にある。表－１８はハード面を基準にしたカテゴリーの

１例を示したものである。レベル２と４を比べると、生徒や教師１人あたりのパ

ソコンの充実度に開きがあるのはもちろんであるが、特に 13～15の項目ように、
最先端のＩＴ設備を配置するなど設備の高度化を一層進めている点が大きく異な

っている。 
 この他、各学校に課外活動の一環としてＰＴＡや民間企業と協力して、パソコ
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ン・クラブを設けるよう政府は指導している。ＳＴＡＲについても、教育省から

整備されたパソコンに加え、学校独自の予算やＰＴＡからの寄付により 50台のパ
ソコンを備えている。このパソコンは、スマート・スクールの授業ではなく、パ

ソコンのレッスン用として、放課後や夜間に利用されているという。なお、レッ

スン料として生徒一人あたり 120リンギ／年間を支払うことになっており、この
中から通信費や指導教師への報酬が支払われることになっている。 
 
 
第４節第４節第４節第４節    スマート・スクールの課題スマート・スクールの課題スマート・スクールの課題スマート・スクールの課題 

実際にパソコンで授業を受け始めた生徒たちの反応は上々というスマー

ト・スクールだが、まだスタートしたばかりのプロジェクトの評価を云々する

のは時期尚早かもしれない。しかしながら、現場を担当する教師からはいくつ

かの問題点が指摘されている。 
  まず、最も大きな問題がソフトウェア開発の遅れである。第２節でも詳述し

たとおり、スマート・スクールにおいて、教師の役割を果たすソフトウェアの

開発はハードの整備以上に重要な問題である。ところが、実際に政府から配布

されている各科目（マレーシア語、英語、数学、科学）のソフトウェアを見た

ところ、英語を除いた３科目のレベルはまだ教師の代役を果たすには不十分な

ものである。比較的完成度が高い英語に関しては、英語のグローバル化を反映

し、様々な研究成果や情報があふれているために、ソフトウェアの内容も様々

な状況がシミュレートされ、あたかも自分がその場に入り込んだようなイメー

ジで授業が進んでいく。発音はネイティブ教師のものが採用され、くせのある

マレー・イングリッシュではなく標準的なイントネーションで録音されており、

なかなか魅力的な授業に映る。 
一方、数学を例にとると、一次関数の問題でも解答を導き出すために通常と

同じ手順を踏んでいるとはいえ、展開する作業の一つ一つに時間を要しすぎる

ため、たいていの生徒はじれったくなり集中力が持続できないという。マレー

シア語、科学も同様らしいが、担当の教師は、現在の完成度は 50％程度に過ぎ
ず一刻も早く他の科目も英語並みのレベルまで引き上げて欲しいという。生徒

のペースで学べるというふれこみのＩＴ授業が、ＩＴのペースに合わせなくて

いけないという皮肉な状況になっている。 
  次に、メンテナンスを含む学校側の財政的な問題である。ＳＴＡＲによると、

最初の３年間は維持経費にかかる全額を政府が補助してくれるが、その後は一

部の補助は継続されるものの、不足分は学校独自で手当てしなければならない。

パソコンのメンテナンスやプリンター・カートリッジやその他の消耗品も決し

て安価なものではないため、学校の予算だけでまかなっていけるか非常に不安

を持っているとのことである。 
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  最後に、政府の推進計画自体に対する財政的な不安もあげられる。第３節で

見たとおり、レベル

４ほどのＩＴ環境を

整備するためには、

１校だけでも莫大な

経費が予想される。

それを全国の全寮制

中等学校に展開する

だけでもかなりの額

に上ることは間違い

ない。教育省に１校

あたりのＩＴ整備費

用を問い合わせたと

ころ、残念ながら明

確な回答は得られなかったが、その財政的な問題に直面していることを裏づけ

る最近の資料が得られた。当初、技術水準や整備状況に応じて５段階に分類し

ていたレベルをＡ、Ｂ＋及びＢの３段階に変更するというものである。これは、

1997 年から 1998 年の経済不況の結果、財政状況が悪化したため、計画の変更
を余儀なくされたと説明されている。アジア全体の経済自体が先行きの不透明

感を増している今日、マレーシアの経済状況も例外ではない。国家プロジェク

トとはいえ全ての学校を計画どおりスマート・スクールへ転換していけるかは

今のところ未知数と言わざるを得ない。 
 

 
スマート・スクールの授業（マラッカ市内の全寮制中等学校にて）
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おわりにおわりにおわりにおわりに 
 
 マレーシアの教育政策を考えるとき、その特色は成立過程や与えられた役割に

最もよく表れている。マレーシアは、イギリスの植民地時代を経て、現在の複合

民族国家を形成するに至ったのだが、イギリスからの独立後、最大の課題は様々

な民族の相違を克服して国家統一を果たすこと、そして植民地政策を主な背景に

した民族間の貧富格差を是正し、社会構造の再編を促すことであった。まず、前

者に対して、国家統一を果たす手段として国民教育制度が重要との認識から、10
年にわたる論議の末、1961年教育法が成立し、国民教育制度が確立された。つぎ
に、後者に対しては、1970年からＮＥＰに代表されるマレー系などのブミプトラ
を様々な側面から優遇するブミプトラ政策が展開され、その政策の重要な柱の一

つとして教育政策は位置づけられた。この２点からも分かるとおり、マレーシア

の抱える最大の課題の解決にどうしても欠くことのできなかったのが教育政策だ

ったのである。 
 これらの基本政策が与えられた役割、つまり、統一された複合民族国家の形成

と所得格差の是正に十分機能してきたかという命題に対し、首相のマハティール

とその母体となる与党国民戦線（ＢＮ；Barisan Nasional）9による政権が 20年も
支持されるなど安定した政治状況、1999年の一人あたりＧＤＰ（US$10,700）は、
東南アジアにおいてシンガポール、ブルネイに次いで３番目という好調な経済状

況を鑑みれば、ある程度の成果をあげてきたと評することもできなくはないだろ

う。 
 しかしながら、真の意味で民族間の軋みが取り除けたか、また貧困は撲滅し、

社会の再編は進んだかと問われれば、残念ながらその途上にあるといわざるを得

ない。例えば、マレーシアのブミプトラ政策は、比較的うまく機能したアファー

マティブ・アクション（積極的格差是正措置）ともいわれているが、表面的には

平穏に映る国内の状況も、ブミプトラ政策の恩恵をあまり受けない中国系やイン

ド系に目を向けると、圧倒的にマレー系が支配する現在の政治・行政構造に複雑

な感情を抱く国民も決して少なくはない。事実、つい最近（2000 年 12 月）も中
国系の団体が、1999年の総選挙の際にブミプトラ政策の廃止を政府に求めていた
ことが明るみに出て、民族間の対立や暴動に発展する不安も一時報じられるなど、

複合民族社会が宿命的に内包する不安定性を時折露見してしまう。 
 教育に関しても、全寮制中等学校への入学や手厚い奨学金制度、マトリキュレ

ーションをはじめとする高等教育への接近機会など、マレー系のみを対象にした

数々の優遇措置に対し、中国系やインド系には鬱積した思いが秘められており、

筆者が外国人という気楽さからか彼らに水を向けると堰を切ったように不満があ

ふれ出るのは、懸念材料の一つである。 

                                                
9 三大民族（マレー系、中国系、インド系）を代表するいくつかの保守政党で構成されている。 
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 また、民族間のみならず、民族内、つまりマレー系同士の貧富格差が拡大して

いるという指摘もある。マレー系のエリート教育により、次世代を担う優秀な人

材が豊富に育ってきているのは事実であるが、一方でそのエリート教育の階段を

上れなかったマレー系との間に新たな経済格差が生まれているというのである10。

例えば、低所得者や農村地帯に居住する子どもたちに教育への接近機会を増やす

目的で設置されているはずの全寮制中等学校への入学は非常に難関で、一握りの

恵まれた者しかその恩恵に浴することはできない。残る大部分は地元の普通学校

等に通わざるを得ず、生徒の中には学費の支払いが困難になったり、家計を支え

るために就職を余儀なくされたりしてドロップアウトするものも少なくない。こ

うした普通学校は、施設不足のため未だに午前・午後の２部制を強いられている

学校も多く、パソコンに限らず、全寮制との教育環境には格段の違いがあるのが

現状である。さらに、公立の総合大学は全国にわずか 10校しかなく、全大学の在
籍率はわずか 3.7％に過ぎないことからも明らかなように国内の高等教育機関は
絶対的に不足しており、私立大学も徐々に開学しているとはいえ高等教育を受け

る機会は極めて制限されたものである。高度な技術・知識を要求され高給も得ら

れる職種ほど高等教育を受けた者の方が有利であることは間違いなく、以上の点

を考慮すると、マレー系同士の経済格差は広がることはあっても、縮まることは

ないことが容易に想像できる。 
 ただ、マレーシアの教育を全般的に俯瞰して注目されるのは、いじめや不登校

など生徒個々人の問題に対する対処の仕方である。マレーシアでも当然そうした

問題は生じるが、その対応にはムチなどを使った体罰が依然として行われ、先生

が責任を持って対処しているという。その際に大切なことは、指導する側もされ

る側も同じ「ものさし」を持っているということである。つまりイスラム（もし

くは道徳）教育の徹底により、善悪の基準はお互いに明確であるということなの

である。凶悪犯罪の低年齢化や荒れる学校などが深刻な社会問題化している日本

としても非常に興味深い一例ではなかろうか。 
 第４章で取り上げたスマート・スクールもＩＴ時代を見据えた先進的かつ大胆

な取り組みとして今後の行方が非常に気になる政策である。ＩＴに対する取り組

みとしては、隣国のシンガポールが有名で実績もあげているが、そのシンガポー

ルに対するマレーシアのライバル意識は、空港、港湾などあらゆる分野で並々な

らぬものがあり、ＩＴに関しても例外ではない。ＭＳＣ計画は、シンガポールが

80年代後半から取り組み始めたシンガポール・ワンなどのＩＴ基盤整備計画に対
抗するプロジェクトでもあり、最終的には東南アジアにおけるＩＴのハブを目指

す構想である。その実現を、人材育成の面から支えるのがスマート・スクールで

あり、その成否には国家の盛衰がかかっているといってもよい。マレーシアが先

進国入りする目標期限の 2020年までに全国の国民学校へスマート・スクールを導

                                                
10 巻末参考文献⑨ p.49 
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入する計画で、もしこれが実現すれば、子どもたちは皆パソコンで学習するだけ

ではなく、学校間はもちろん海外の学校ともインターネットで結ばれるようにな

る。ＩＴに関する基礎的な教育を享受できるだけでなく、国際感覚も飛躍的に育

成される可能性がある。ソフト面の充実や財政面のサポートなど、まだまだ克服

しなければならない課題は山積しているが、現在の中央集権体制に基づく強力な

政府が続く限り、今後も注目される教育政策であることに変わりはなく、その成

功が大いに期待される。 
 マレーシアの教育は、未来を託す子どもたちに人間として基本的な教育を施す

という目的とともに複合民族国家ゆえの使命を負った国家政策でもあり続ける。

その使命を見事に果たしたとき、マレーシアは民族と社会の調和に彩られた理想

的な国家となり得る。 
 
 最後に、本レポートの執筆にあたり、マレーシアの政府関係機関、学校関係者

の皆様に多大なご協力をいただいたことに対し、この場を借りて厚く御礼申し上

げたい。 
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